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第１部： 水橋地区統合校整備に係る基本計画 
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1． 基本計画について 

 基本計画策定の背景・検討の経緯 

我が国においては、グローバル化やＩＣＴ化の進展などによって、社会の大きな変革期を

迎えており、今後ますます一人ひとりの個性や感性が重視され、ライフスタイルも多様化し

ていくことが見込まれる。さらに、少子高齢化や地方の過疎化など、直面する課題に対し、

将来にわたって持続可能な社会を構築していくことが求められている。 

本市においても、児童生徒数の減少による学校の小規模化や情報化の加速的な進展など、

教育を取り巻く環境が変化しており、このような背景のもと新学習指導要領の実施やＧＩ

ＧＡスクール構想の実現など、新しい時代の学校教育の取組を始めているところである。 

こうした中、これからの社会を生きる子どもたちには、多くの友達や教職員との交流を通

じて、互いに切磋琢磨するとともに多様な意見や考えに触れ、その中で主体性や探求する力

を高めていくことが、これまで以上に求められている。 

本市では、このような子どもたちの「生きる力」を培う学校教育を推進するとともに、様々

な状況下においても全ての子どもたちの可能性を引き出す魅力ある学校教育を実現する観

点から、持続可能な学校のあり方について、具体的な検討を進めることとしている。 

このような教育行政の現状と課題を踏まえ、本市では、2019（令和元）年 7月から、市内

自治振興会１３ブロックにおいて、ＰＴＡを交えて各校区の児童生徒数の現状や小規模校

のメリット・デメリット等の「小・中学校のあり方」についての説明会を行ったなかで、2019

（令和元）年 11 月に水橋地区自治振興会及び小・中学校ＰＴＡが、「５小学校・２中学校の

統合」に前向きであったことから、翌 2020（令和 2）年 6～8月にかけて、水橋地区の各校

区で住民説明会を開催した。 

その後、同年９月には水橋地区自治振興会から７つの小・中学校をひとつに統合し、義務

教育学校を設置してほしい旨の要望書が、市長・教育長に提出され、これを受けて、市では

水橋地区統合校（以下、「統合校」という。）に係る基本計画等の策定に着手し、2026（令和

8）年 4 月の開校に向けた検討を進めているところである。 

 

 基本計画策定の目的 

水橋地区統合校整備事業は、前述の課題を克服するため、学校規模の適正化・学校再編に

取り組むとともに、情報技術の進化、グローバル化など子どもたちの教育環境を取り巻く社

会変化に対応した新たな教育環境の創出に取り組むものである。 

統合校は富山市初の義務教育学校として 2026（令和 8）年 4月（最短の予定）に開校予定

である。また、統合校は、地域拠点としての役割を果たすことも求められており、地域住民

の参加により学校のあり方を検討していく必要がある。 

あわせて、学校整備に官民連携手法を用いることで、学校跡地の活用や教育を支援する事

業に民間ノウハウを期待するとともに、事業費の縮減を図っていくことが期待される。 

本計画は以上のような取り組みを実施していくための、統合校整備における方針を示す

ために、検討・策定するものである。 
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 統合校整備の基本的な考え方 

 

本事業では、水橋地区内の５つの小学校と２つの中学校を統合して、義務教育学校を整備

する。その結果、義務教育学校の標準規模校（18～27 学級）※となり、子どもたちにより質

の高い教育を行うことが出来る教育環境が整うこととなる。 

統合校の整備にあたっては、統合校及び市を取りまく課題・既存施策及び今後の政策方針

等から、以下の２点を基本的な考え方とする。 
※学校教育法施行規則第７９条の３を参照。 

  今後の富山市のモデルとなる学校づくりの推進 

・子どもたちの学びの質の向上に資する教育環境の整備 

・義務教育学校の利点を生かした教育環境の充実 

・少子高齢化・ＤＸ技術の進展等社会環境の変化への対応 

 住民・行政・民間が一体となった学校づくりの推進 

・住民意見の反映による地域で子どもたちを育む機運の醸成 

・地域の特色の反映 

・地域の伝統の尊重・継承 

・地域の担い手の醸成 

・官民連携手法の導入等の検討 

 

 関連計画と基本計画の位置づけ 

本計画は下図に示すとおり、国、富山県及び富山市の主要な計画や方針等と整合を図ると

ともに、その他の個別計画との連携を図った内容とする。 

 
 

図 1-1 計画の位置づけ 
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表 1-1 関連計画の概要 

  

関連計画名 作成主体、作成年 計画の内容（概要） 

第２次富山市総合計画 富山市、2017（平成 29）

年 3月 

富山市のまちづくりにおけ

る長期的かつ基本的な方

向、目指すべき都市の将来

像の目標及び指針 

第２期富山市教育大綱 富山市、2019（平成 31）

年 2月 

富山市の教育の振興に関す

る総合的な施策の基本的な

方針 

富山市教育振興基本計画 富山市、2019（平成 31）

年 2月 

富山市が目指す教育の基本

的な方向や基本施策 

富山市立小・中学校の適正規

模・適正配置に関する基本方針 

富山市教育委員会、2020

（令和 2）年 11 月 

富山市立小・中学校の適正

規模・適正配置に関する基

本的な考え方 

第２次富山市ＳＤＧｓ未来都

市計画 

富山市、2021（令和 3）年

3月 

富山市の 2030 年のあるべき

姿及び自治体ＳＤＧｓの推

進に資する取組 

富山市エネルギービジョン 富山市、2021（令和 3）年

3月 

富山市における脱炭素化・

ローカルＳＤＧｓ（地域循

環共生圏）の実現に向けた、

包括的なエネルギー政策を

推進するためのビジョン 

第３期教育振興基本計画 文部科学省、2018（平成

30）年 6月 

2030 年以降の社会の変化を

見据えた教育政策の在り方

及び方策 

元気とやま創造計画 －とや

ま新時代へ 新たな挑戦－ 

富山県、2018（平成 30） 

年 3 月 

富山県の目指すべき方向性

と取り組む施策 

第２期富山県教育大綱 富山県、2021（令和 3）年

3月 

富山県の教育、学術及び文

化の振興に関する総合的な

施策の基本的な方針 

新富山県教育振興基本計画 富山県・富山県教育委員

会、2017（平成 29）年 4

月 

「富山県教育大綱」との整

合性をとった、富山県の教

育に関する基本的な計画 
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2． 統合校を取り巻く現状と課題 

 水橋地区の位置とまちづくり 

 位置・地勢 

水橋地区は富山市北東部に位置し、富山湾に面した港町から内陸に農地が広がる地域で

あり、地区の西側に常願寺川や白岩川など河川を有し、その豊富な水量を活用して、地区全

域に田園風景が広がっている。 

市内中心部からは、あいの風とやま鉄道で水橋駅まで約 10分、道路は国道８号線等を経

由して 20～30 分程度で地区に到達する。 

地区の北側は古くからの歴史あふれる港町の街並みが広がり、水橋漁港やフィッシャリ

ーナなどが整備されている。 

 
図 2-1 富山市における水橋地区の位置（左）と富山市における現在の小学校区（右） 

 

 
図 2-2 水橋駅外観 

出所）水橋駅（ https://www.hokurikurail.com/HokurikuEki/Eki/Mizuhashi/Mizuhashi.html）

（2021.11.05） 
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図 2-3 水橋フィッシャリーナの風景 

出所）水橋フィッシャリーナ HP, mizuhashi-f.jp（2021.11.05） 

 まちづくり 

水橋地区の中心部である水橋中部地区センター周辺（水橋中学校付近）は、富山市都市マ

スタープランで地域生活拠点として位置づけられ、地域商業地区として、歴史的な街並みを

活かした活性化を図りながら、既存の商店街等を中心に、最寄り品小売業や金融機関、公共

公益施設の充実を図ることとされている。 

北部の旧市街地においては、歴史的な街並み拠点の形成を目指し、漁港のあるまちの雰囲

気や蔵等の建物等を活かしたまちづくりが進められている。 

常願寺川沿いや国道８号線沿線等には工業団地の立地が見られ、今後、工業地区として医

薬品、水産加工物等の大規模工場や機械工業等の産業集積を充実させていくこととされて

いる。 

地区の南側に位置する農地は、農業保全地域として、虫食い的な農地転用を抑制し、良好

な営農環境を保全していくこととされている。 

 

 
図 2-4 水橋地域のまちづくり 

出所）富山市都市マスタープラン（2019 年（平成 31 年）3月） 
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 既存校の現状と課題 

 既存校の現状 

 

統合対象となる各学校の現状は下表のとおりである。 

 

表 2-1 既存校の現状 

学校名 水橋中部小学校 水橋西部小学校 水橋東部小学校  

現況写真 

   

 

所在地 
富山市水橋町 568 番地 

富山市水橋辻ヶ堂 1919

番地 2 

富山市水橋上桜木 114

番地 
 

設立年 1873（明治 6）年 1878（明治 11）年 1873（明治 6）年  

児童生徒数※ 157 名 145 名 46 名  

校地面積 19,380 ㎡ 15,799 ㎡ 11,051 ㎡  

校舎建築年 1998（平成 10）年 1978（昭和 53）年 1963（昭和 38）年  

学校教育 

目標 

思いやりの心をもち進

んで学び心も体もたく

ましく生きる子供の育

成 

仲間と関わり合い暮ら

しをよりよくしていこ

うとする子供の育成 

よりよい生き方を目指

して、自ら学び、ともに

高め合い、たくましく生

きる子供の育成 

 

特色ある 

教育 
・ 水橋橋まつりにおけ

るステージ発表 

・ 海岸清掃 

・ 異学年の縦割りグルー

プで体力づくり 

・ 水橋漁協による春のホ

タルイカ漁のお話、給

食提供 

・ 60 年以上続くなわと

び発表会 

 

学校名 三郷小学校 上条小学校 水橋中学校 三成中学校 

現況写真 

   
所在地 富山市水橋小路 345 

番地 
富山市水橋石割 99 番地 

富山市水橋舘町 443 番

地 
富山市水橋石割 70 番地 

設立年 1873（明治 6）年 1873（明治 6）年 1947（昭和 22）年 1947（昭和 22）年 

児童生徒数※ 128 名 58 名 194 名 131 名 

校地面積 15,427 ㎡ 11,585 ㎡ 17,796 ㎡ 19,598 ㎡ 

校舎建築年 2013（平成 25）年 1979（昭和 54）年 1967（昭和 42）年 1987（昭和 62）年 

学校教育目

標 

人間性豊かで、自ら学び

実践するたくましい子

供の育成 

豊かな心をもち自ら学

びたくましく生きる子

供の育成 

自主、創造、敬愛の精神

に満ちた生徒の育成 

豊かな心をもって、自ら

学び、たくましく実践す

る生徒の育成 

特色ある教

育 
・全校一斉によるチャ

レンジ活動（走・跳・

投・鉄棒運動） 

・保護者のご協力のも

と行う、地域の川での

生き物捕獲 

・品川区にある姉妹校

との交流活動 

・地元の方と協力する

田んぼの学校、収穫し

たお米を使った会食 

・全教科におけるグル

ープ学習の導入 

・地元企業からの出前

講座 

・保育所・小学校・中学

校合同の避難訓練 

・近隣農家、JA の協力

による農業体験 

※2021（令和 3）年 5 月 1 日時点。特別支援学級児童生徒を含む。 
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 地区の人口減少・少子高齢化による児童生徒数の減少 

 

市内の総人口は、2010（平成 22）年をピークとして減少局面に入り、今後も減少傾向が

続くことが見込まれている。中位予測では 2030（令和 12）年には 40 万人を割り込み、2065

（令和 47）年には 311,219 人となる見込みである。 

 

 
図 2-5 富山市の総人口推計（中位） 

出所）富山市将来人口推計報告書（富山市、2020（令和 2）年 4 月）を基に作成。 

※2005（平成 17）～2020（令和 2）年は実績値（国勢調査結果）に置き換えた。 

 

 

市内の児童生徒数は 1985（昭和 60）年度の 56,059 人から 2020（令和 2）年度の 29,887

人へ、約 46.7％減少しており、2025（令和 7）年度には 28,510 人になる見込みである。 

 
図 2-6 富山市の児童生徒数の推移 

出所）富山市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針（富山市教育委員会、2020（令和 2）

年 11 月） 
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水橋地区内の人口は約 15,000 人、6～14 歳人口は 974 人（いずれも 2020（令和 2）年）、

であり、今後も減少傾向が続く見込みである。 

 

 
図 2-7 水橋地区における全年齢人口推移 

出所）富山市年齢別・地区別人口推計 

 
 

 
図 2-8 水橋地区における 6～14 歳人口推移 

出所）富山市年齢別・地区別人口推計 
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 今後の水橋地区の児童生徒数を住民基本台帳等により予測を行った。 

2021（令和 3）年度時点では 852 人だが、2025（令和 7）年度には 726 人となり、大きく

減少することが予測される。 

 

  
図 2-9 今後の水橋地区の児童生徒数の見込み 

出所）2020（令和 2）年 5 月時点における各校児童生徒数・各校区に住む子どもの数をもとに作成 

 

富山市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針（令和 2年 11 月）において

は、小学校では 12学級を下回ると、「全ての学年でクラス替えができない可能性がある」、

「クラス同士で切磋琢磨する教育活動ができない」、中学校では 9学級を下回ると、「部活動

の選択肢が少ない」、「専門教科の教員が確保できない」といった課題が生じるため、望まし

い学校規模（学級数）は小学校 12～18 学級（各学年 2～3学級）、中学校 9～18 学級（各学

年 3～6 学級）としている。 

住民ワークショップでは、市へのまちづくりや産業振興策等への意見とともに、統合校に

おいてコミュニティ活動の場の確保の提案や、統合校で育った子どもたちが、将来的に地域

の担い手として活躍することを期待する意見があった。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【課題のまとめ】 

①児童生徒数の減により、教育の質の向上、教員配置、子どもの集団活動等に支障が生

じることが懸念され、それらの改善と部活動や学校行事の活性化のためにも一定規

模の児童生徒のまとまりが必要 

②人口減少による地域の活力及びコミュニティ活動の低下 
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 学校施設の老朽化 

 

既存校の建築年別棟別の延床面積は約 10 年以内の新しい建物（棟）があるものの、全体

としては築 30年以上の建物が約 57.2％を占める。建物ストックの保有をこのまま継続する

と、この割合は増加していくこととなる。 

建築物は一般的に 30 年を経過するとコンクリートの中性化により、構造部である躯体の

劣化が進み、壁の剥落による落下の危険性や構造耐力の低下が進む傾向がある。あわせて、

給排水や電気・防災等の設備についても劣化が進行し、教育機能に支障をきたす傾向がある。 

これらの建物の老朽化に起因する機能低下に対して、大規模な改修や建替え等を行って

いくべき時期を迎えた建物が多い。 

 

 
図 2-10 既存校の建築年別延床面積（延床面積 200 ㎡以上または２階建以上） 

出所）「令和 2 年度 公立学校等建物の棟別面積表」各校分（富山市、2020（令和 2）年） 
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【課題のまとめ】 

①建築後３０年以上経過した校舎が増加することによるコンクリートの中性化や設備

の機能低下 
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 学校教育を取り巻く環境の変化 

子どもたちを取り巻く環境は、人口減少と少子高齢化の進行、国際化、高度情報化の進展、

地球規模での環境問題の顕在化など大きく変化している。これらの変化に対応するため、Ａ

Ｉ・ＩｏＴ等の技術革新にふれることや、グローバル教育、環境教育など多様な教育活動を

展開することが求められており、学校施設の整備においてもそれらの活動を支援するため

の機能の導入を検討していく必要がある。 

(1) グローバル教育 

富山市教育振興基本計画においては、グローバル化が急速に進展する中、子どもの外国語

によるコミュニケーション能力の向上、外国語教育の充実及び国際理解の推進を図ること

としている。 

現在、市では、小・中学校の新学習指導要領の実施に伴い増加する学習時間へのスムーズ

な移行をはじめ、ＡＬＴ（Assistant Language Teacher）や国際交流推進員の配置などの取

り組みを進めているところである。 

施設整備においても、これらの活動を充実させるためのスペース確保等学校環境の改善

を検討していくことが望ましい。 

(2) 環境教育 

富山市は、2011（平成 23）年 12 月に「環境未来都市」に、2018（平成 30）年 6 月に経

済・社会・環境の分野を巡る広範な課題に統合的に取り組む「ＳＤＧｓ未来都市※」に選定

された。 

富山市教育振興基本計画においては、学校においても、ＳＤＧｓが掲げる様々な課題に関

する問題解決的な学習を進め、子どもが自ら考え、実践する力を育むことが大切であるとし

ている。 

全国的にも、環境を考慮した学校施設であるエコスクール（文部科学省）の普及促進や新

学習指導要領における環境教育の推進等が進められている。 

 
※第 4 部：資料編 P4 参照。 

 

エコスクールとは（文部科学省「環境教育に活用できる学校づくり実践事例集」より） 

１ ）施設面……子どもたち等の使用者、地域、地球に対し「やさしく造る」 

・学習空間、生活空間として健康で快適である。 

・周辺環境と調和している。 

・環境への負荷を低減させる設計・建設とする。 

２ ）運営面……建物、資源、エネルギーを「賢く・永く使う」 

・耐久性やフレキシビリティに配慮する。 

・自然エネルギーを有効活用する。 

・無駄なく、効率よく使う。 

３ ）教育面……施設、原理、仕組みを「学習に資する」 

・環境教育にも活用する。 

 

また、新たな学校の施設整備にあたっては、建物自体が環境負荷低減に配慮されたもので

あり、かつ、それらの配慮が「見える化」されることにより、環境対策の体験・学びの機会

に貢献できる仕組みなどを検討していくことが望ましい。 
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(3) ＩＣＴ化 

現在、文部科学省において、我が国の学校のＩＣＴ環境整備状況が脆弱であるという認識

のもと、これまでの教育実践にＩＣＴを加え、学習活動の一層の充実、主体的・対話的で深

い学びの視点からの授業改善を目指すため、ＧＩＧＡスクール構想が推進されている。 

 

ＧＩＧＡスクール構想 

・１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な

支援を必要とする子どもを含め、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正

に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育環境を実現する。 

・これまでの我が国の教育実践と最先端のベストミックスを図ることにより、教師・児

童生徒の力を最大限に引き出す。 

 

富山市教育振興基本計画においても、各学校にパソコンの利用環境を整備することによ

り、子どもの情報活用能力を育成し、主体的・対話的で深い学びを目指す、校務支援システ

ムを効果的に活用し、校務の効率化を図る等の取り組みが目標として挙げられており、今後、

ますますＩＣＴの高度化への対応の必要性が高まっていくと思われる。 

統合校においても、校内通信ネットワークの高度化などＩＣＴの学びへの活用を支援す

る対策を講じていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

(4) 地域との連携 

現在、文部科学省において、学校が地域住民等と目標やビジョンを共有し、地域と一体と

なって子供たちを育む「地域とともにある学校づくり」を進めるため、コミュニティ・スク

ール（学校運営協議会制度）を推進している。 

 

 

富山市では 2021（令和 3）年度現在、市内小学校 8校、中学校 5校の合計 13 校において

コミュニティ・スクールを導入している。コミュニティ・スクールを導入した学校における

成果としては、学校運営の改善・充実や保護者、地域住民等の理解・協力を得た風通しのよ

い学校づくりがあげられる。 

統合校においても、コミュニティ・スクールの導入を検討する。 

  

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）とは 

・学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる仕組み。 

・学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進

める。 

・学校運営協議会の主な役割は以下のとおり。 

 校長が作成する学校運営の基本方針を承認する。 

 学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる。 

 教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意

見を述べることができる。 

【課題のまとめ】 

① グローバル教育、環境教育など多様な教育活動をサポートする施設環境整備 

② ＩＣＴの高度化への継続的な対応 
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 防災・防犯 

(1) 防災 

富山市洪水ハザードマップによると水橋地区はほぼ全域にわたって、河川氾濫時の浸水

被害が想定され、その浸水深さは 0.5ｍ以上 3.0ｍ未満とされる。 

施設整備にあたっては、浸水深さが低い敷地を優先的に選定することが求められる。 

また、洪水が発生した場合に児童生徒が安全に避難できるように、建物への動線の配慮等

を慎重に検討を行っていく必要がある。 

 あわせて、災害等で地域住民の避難の際に、学校内での避難場所の確保を検討する必要が

ある。 

 
 

 地震への対策としては、子どもの安全性確保及び避難所としての機能が必要である。 

 構造強度を建築基準法上の基準以上の設定にするなど建物自体が想定される地震に対し

て堅牢であること、非構造部材や設備機器の落下・倒壊防止を徹底することにより、施設内

の安全性を確保すること、ライフラインの継続性を確保して避難拠点機能を強化する等、多

様な対策を検討していくことが望ましい。 

 

(2) 防犯 

児童生徒の防犯対策として、施設整備においても、来訪者を確認しやすく、視認性に優れ

た施設計画を行うことが望まれる。 

水橋地区は狭く入り組んだ道路が多いため、子どもの通学時の安全確保には特段の配慮

が必要と考えられる。危険箇所の把握・抽出を行い、必要に応じ、学校・地元・道路管理者・

警察等と協議の上、対策を検討することが必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 環境・経済性 

(1) 環境 

世界的に気候変動の進展や脱炭素（ゼロカーボン）の実現に向けた機運が高まっており、

本市では「コンパクトシティのネクストステージ」を見据え、持続可能なまちづくりの深化

を図るために 2021（令和 3）年 3月、「ゼロカーボンシティ」の表明を行い、同月「富山市

エネルギービジョン」（以下、ビジョンという。）を策定した。 

本ビジョン内では、省エネルギーの推進に向け、公共施設等総合管理計画に基づく施設統

廃合及び設備更新を推進するとともに、公共施設における再生可能エネルギーの活用や省

エネルギーに関する基準等を整備することとしている。 

学校施設においても、環境負荷軽減のための取組が今後より一層求められる。 

住民ワークショップにおける住民意見（令和 3年 7月実施・抜粋） 

・この地区でも水害が起きるかもしれないので、統合校や学校跡地の検討には、避難所

としての活用などの防災の視点を入れてほしい。 

・これまでは保育所に隣接する小学校が避難所だったので、歩いて避難できる安心感が

あったが、統合後は避難場所が近くにあるか不安に感じる。建物が平屋で洪水に弱い

園もあるので、必要に応じて小学校跡地に避難所機能を残してほしい。 

【課題のまとめ】 

① 地震・洪水等の災害からの児童生徒・地域住民の安全確保 

② 校舎内外の防犯・通学時の児童生徒の安全確保 
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《省エネルギーの推進における取組概要》 

 多様な省エネルギー関連技術・エネルギーリソースの普及展開： 

省エネルギー関連技術（光屈折フィルム、光ダクト等）、ＥＭＳ※1・蓄電池・燃料電池・

ＣＧＳ※2 設備をはじめとするエネルギーリソースの市域への普及展開により、建築物

の省エネルギーを推進する。 

 民間建築物におけるエネルギー利用の効率化の推進： 

建築物のエネルギー消費量収支を改善するＺＥＢ※3・ＺＥＨ※4の普及展開を図る。 

 公共施設におけるエネルギー利活用方針の検討： 

公共施設等総合管理計画に基づく施設統廃合及び設備更新を推進するとともに、公共

施設におけるエネルギー利活用方針を検討し、再生可能エネルギーの活用や省エネに

関する基準等を整備する。 

出所）富山市エネルギービジョン（富山市、2021（令和 3）年 3 月） 

※1：エネルギーマネジメントシステム。情報通信技術を活用し、家庭やオフィスビル、工場などのエネル

ギー（電気やガス等）の使用状況を常に把握・管理し、最適化するシステム。 

※2：コージェネレーションシステム。原動機等が発電する電力とその排熱による熱を同時に供給すること

ができるシステム。 

※3・※4：Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）、Net Zero Energy House（ネ

ット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の略称で、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間

の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物を指す。 
 

(2) 経済性 

2020（令和 2）年度末時点において、建築後 30 年以上経過した本市の公共建築物は全体

の約５割となっており、施設の老朽化が顕在化しつつある。 

 

表 2-2 富山市公共建築物の面積 

2020（令和2）年度までに整備された公共建築物の総面積 1,732,001（㎡） 

旧耐震基準の施設面積 延床面積 508,796（㎡） 

【1981（昭和56）年以前の建築】 割合 29.4（％） 

建設から30年を経過した施設 延床面積 920,258（㎡） 

【1990（平成2）年以前の建築】 割合 53.1（％） 

市人口（2021（令和3）年3月末時点） 412,901（人） 

人口1人当たりの公共建築物の延床面積 4.2（㎡） 

出所）富山市公共施設等総合管理計画（富山市、2021（令和 3）年 12 月） 
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今後、これらの老朽化に対する改修・建て替え費用は増大の一途をたどり、市の財政に大

きな負担を強いることとなる。 

第２次富山市総合計画（富山市、2017（平成 29）年 3 月）において、社会の成熟化に伴

い価値観や行動様式の多様化が進んでいることや、公共施設の老朽化が進んでいることな

どから、既存施設の維持・更新だけではなく、施設の再編統合や廃止など、今後、さらなる

行財政改革を推進する必要性が指摘されている。 

 
 

図 2-11 富山市の公共建築物 建築年度別延床面積 

出所）富山市公共施設等総合管理計画（富山市、2021（令和 3）年 12 月） 

 
 

 

 

 

  

【課題のまとめ】 

① 学校施設の維持管理費や更新経費等の縮減 

② 富山市のゼロカーボンシティ実現に向けたＣＯ２削減への取組み 
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 カリキュラム 

(1) 校種間の接続 

全国的に児童生徒の問題行動の低年齢化により、子どもたちの心の問題に関する教育上

の課題の指摘がなされるようになった。例えば、学習や生活の変化になじめず、学習意欲の

低下や不登校といった問題が増加する「小１プロブレム」や「中１ギャップ」など校種間の

接続に関する課題などである。 

「小１プロブレム」への対応として新富山県教育振興基本計画（富山県、2017（平成 29）

年 4月）においては、「幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園、小学校の各指導者が、

５歳児修了時を目途とした『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』を共有化すること等に

よる、幼児教育と小学校教育の接続の強化」を掲げている。 

また、「中 1ギャップ」への対応や、児童生徒の学習意欲の向上等の学習指導上のメリッ

トを見込み、全国で小中一貫教育を行う学校が増えている。 

小中一貫教育に関する多くの知見等を踏まえ、学校や市町村においてより積極的に小中

一貫教育を推進することなどを目的に、設置者の判断に基づきカリキュラムや教育課程を

編成できる義務教育学校が、2016（平成 28）年に学校教育法において新たな学校の種類と

して規定された。 

現在、小中一貫教育を行う場合、制度としては「義務教育学校」および「小中一貫型小学

校・中学校」の二つの形態がある。いずれも小学校と中学校の「区切り」をなくし、義務教

育期間である９年間の学習をトータルで考えられる仕組みを持つ。小中一貫型小学校・中学

校では、小学校と中学校、別々に校長と教職員組織がある一方、義務教育学校では小学校と

中学校、共通の校長と教職員組織がある（教職員は小学校と中学校、両方の教員免許を保有）。 

 

表 2-3 小中一貫教育を行う学校 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

小中一貫教育を行う

学校 

小学校 519 

中学校 305 

（計）824 

小学校 735 

中学校 420 

（計）1,155 

小学校 917 

中学校 537 

（計）1,454 

うち義務教育学校 91 121 151 

出所）学校基本調査：文部科学省 

 

 
図 2-12 義務教育学校と小中一貫型小学校・中学校の違い 

出所）小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引（文部科学省、2016（平成 28）年 12 月） 
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 義務教育学校の先進事例について、京都市の２校を現地視察し、その特徴・カリキュラ

ムや成果を調査した。今後得られた知見を参考に、富山市及び地域の実情に根差した義務

教育学校の設置を目指すものとする。 

 

表 2-4 先進事例の特徴・成果等 

学校名 

（所在地） 
特徴・カリキュラム 成果 課題 

京都市立 
凌風小中学校 
（京都市） 

・ 学年は 4－3－2
制。各ステージで
ギャップの解消に
注力している。 

・ 学びの作法、言語
活動充実、キャリ
ア形成支援を教育
の３本柱として、
学年を超えて語り
合い発表する場を
設定し、学びの充
実を図っている。 

・学力は開校以来上
向きである。 

・ 教職員が、クラス
の問題を担任だけ
でなく学年区切り
（ステージ）ごと
の組織で対応する
ことを意識するよ
うになった。 

・ ５～７年生が属す
る第２ステージに
おいて、50 分授業
の導入、制服着用、
部活への参加等を
行い、中１ギャッ
プが緩やかになっ
た。 

・９学年の行事・会議
等の開催に調整を
要する。 

・校長が対外的な対
応の多くを行って
いるため、負担が重
い。 

・義務教育学校の経
験がない異動して
きた教員が、学園内
の取り決めやルー
ルを習熟するのに
時間を要する。 

京都市立 
開睛小中学校 
（京都市）  

・学年は 4－3－2制。 
・入学式、卒業式のほ

か、進級式を実施。 
・建物を小中の区分

けから３ブロック
で構成するように
変更した。 

・施設一体型であり

職員室も１つのた

め、他学年の教員

同士でも連携が取

りやすい。 

・校長が１人のため、

学校運営の方向性

を定めやすい。 

・全学年が共用する
メディアセンター
などでは机・椅子の
規格が１種類であ
るなど、体格差への
配慮がしきれてい
ない。 
 

（参考） 

品川学園 
（東京都品川区） 

・ 4－5制が基本。小学

５年生以上におい

て教科担任制を実

施。 
・１人の教員が担当

教科において複数
の学年・学級を担当
するため、自らの資
質・能力向上や開か
れた学級経営が実
現。 

・ 第５、６学年を担当

する教師にチーム

として児童の指導

にあたる意識が見

られ、教師の児童理

解が深まっている。 

・学習意欲、学習への

満足度が増し、児童

が授業を楽しみに

するようになった。 

・ 児童の学力向上を

目指し、児童の実態

や教科の特性を考

慮した、より効果的

な年間指導計画を

作成することが求

められる。 
・小学校教員として

の全教科の指導力
を維持・向上させる
必要がある。 

出所）品川学園は小中一貫した教育課程の編成・実施に関する事例集より 

（文部科学省、2018（平成 30）年 1 月） 

(2) 学年区切り 

義務教育学校においては、各学校の実態に応じて、学年段階の区切りを従来の 6－3制に

限らず、4－3－2 制や 5－4 制など、柔軟に設定することができる。学年区切りを設定する

意義としては、「中１ギャップ」の緩和や、教職員の意識を単一学年だけでなく区切り全体

に向け、より幅広い視点での指導を促すこと等が挙げられる。 

 学年区切りの各パターンを整理した。  
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表 2-5 学年区切りの比較 

視点 4－3－2 制 5－4制 6－3制 

学力向上 
指導力向上 

〇：乗り入れ授業や教
科担任制を充実さ
せることができ、学
力向上や教員の指
導力向上に資する。 

〇：子どもの心身の発
達に合わせて、小・
中学校教員のこれ
までの指導スキル
を生かし、多様で個
に応じた対応が可
能となる。 

〇：乗り入れ授業や教
科担任制を充実さ
せることができ、学
力向上や教員の指
導力向上に資する。 

 

△：小学校段階と中学
校段階の区切りが
従来通りであり、校
種を超えた乗り入
れ授業の特性が生
かされにくい。 

中１ギャップの
解消 

〇：小学校段階と中学
校段階の間の移行
期間を３年間設け
ることができ、学習
指導面・生活指導面
両方におけるギャ
ップ緩和に資する。 

〇：小学校段階と中学
校段階の間の移行
期間を設けること
ができ、学習指導
面・生活指導面両方
におけるギャップ
緩和に資する。 

△：小学校段階と中学
校段階の間の移行
期間は4－3－2制よ
り短い。 

△：小学校段階と中学
校段階の区切りが
従来通りであり、解
消への効果は限定
的。 

リーダーとして
の活躍の場の機
会 

〇：リーダーシップ発 
 揮の機会が教育課
程の区切り６、９年
生に加えて４、７年
生の４回ある。 

〇：リーダーシップ発
揮の機会が教育課
程の区切り６、９年
生に加えて５年生
の３回ある。 

△：リーダーシップ発
揮の機会が２回。 

異学年交流のし
やすさ 

〇：ブロックごとの縦 
割り活動や多様な
異年齢の組み合わ
せを取り入れた活
動、学習がしやす
い。 

〇：ブロックごとの縦
割り活動や多様な
異年齢の組み合わ
せを取り入れた活
動、学習がしやす
い。 

△：９学年ごとに横断
した活動・行事の調
整等が必要となる。 

教員の連携 〇：ブロックごとの主
担当教員等の支援
による組織的課題
解決が行いやすい。 

△：経験の無い教職員
への理解促進への
対応が必要である。 

〇：ブロックごとの主
担当教員等の支援
による組織的課題
解決が行いやすい。 

〇：教職員も子どもも
これまでの経験を
生かして活動しや
すい。 

△：学年を超えた教員
間の支援に多くの
調整を要する。 

施設の活用 〇：特別教室の稼働率
が上がる。 

△：共用部において体
格の違いに多くの
配慮が必要。 

〇：特別教室の稼働率
が上がる。 

△：共用部において体
格の違いに多くの
配慮が必要。 

〇：空間構成を単純で
明快にできる。 

 
上記の比較から、統合校における学年区切りは 4－3－2制もしくは 5－4制を取り入れる

ことが望ましい。また、学年区切りのブロック数がより多い 4－3－2制を取り入れることに

より、義務教育学校のメリットをより強く活かすことが可能と考えられる。  
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3． 整備コンセプトの策定 

 整備コンセプトの策定 

統合校の整備コンセプトの策定にあたっては、「２．統合校を取り巻く現状と課題」で整

理した内容や、富山市教育大綱及び第２期富山市教育振興基本計画をもとに、地区の住民ワ

ークショップ、既存校の教職員アンケートを実施し、その意見や提案を反映させながら検討

を行った。 

 住民ワークショップでの意見の反映 

地区の住民によるワークショップを実施し、統合校にどのようなことを期待するか、また、 

義務教育学校として、地域にひとつにまとまった学校として、どのような特色を出していく

べきなのかについて議論を行った。 

 それらの中で、多かった意見、提案等を踏まえ、統合校のコンセプトへ反映を行った。 

統合校の整備コンセプトに対する主な意見とコンセプトへの反映については以下のとお

りである。 

 

表 3-1 住民ワークショップでの意見・提案とコンセプトへの反映 

住民ワークショップにおける主な意見・提案 コンセプトへの反映 

・子どもたち一人ひとりを丁寧に見て、個性を生かせる

という小規模校の良さを残しながら、大規模校の良さ

も引き出す学校運営をしてもらいたい。 

・中学の専門教科の教師が小学校高学年の授業を担当す

る、中学３年次に受験勉強に向けた特別なカリキュラ

ムを作るなど、小中一貫の特色を生かして、学習面に力

を注いだ学校になると良い。 

義務教育学校におけるきめ

細やかな教育・学力向上へ

の期待に対する意見が多

く、「子どもたちの学びが充

実した学校」としてコンセ

プトの１テーマとした。 

・子どもたちが楽しく通え、自分の可能性を見出すこと

ができると共に、親も安心して通わせられる学校にな

ってほしい。 

・ひとりひとりの個性を認められる、多様性、寛容性があ

る環境の方が大切だと思う。それぞれが興味のあるこ

とに取り組み、のびのび楽しんで学校に通ってほしい。 

楽しくのびのびと通える学

校や多様性のある環境に対

する期待に対する意見を取

りまとめ「子どもたちが快

適な学校生活を送るための

校舎整備」をテーマとした。 

・水橋地区は車社会なので、通学路の安全性の確保が大

切だと考えている。地域やＰＴＡで見守り活動を行っ

ていく必要があると思うが、負担が大きくなりすぎな

いように、行政にも道路整備やスクールバスの運行な

どに取り組んでほしい。 

・小学校低学年と中学生とでは体格が相当違うので、小

学校と中学校の行き来が簡単にできる作りになってい

ると、廊下で衝突するなど、小さな子どもたちの安全が

確保できないのではないかと心配だ。 

防犯対策や交通安全に期待

する意見が多く、「安心・安

全な学校」をテーマとした。 

・水橋の自然の豊かさや名所を知り、地域住民と触れ合

うことで、この地域の良さを感じ、愛着を深めてほし

い。そうすれば、地域に残って住み続けてくれるのでは

ないか。 

・高齢者に昔の遊びを教えてもらったり、農業、漁業関係

者に体験学習に関わってもらうなど、地域の方々の協

力を得ながら各地域の文化を伝承していきたい。それ

が、子どもたちにとっては良い思い出になり、まちづく

りにもつながる。 

地域の歴史や地域資源を活

かした特色ある学校につい

ての提案が多く、また、それ

により地域の活性化への期

待も寄せられ、「地域の特色

を生かし活性化に貢献する

学校」をテーマとした。 
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 教職員ヒアリングの反映 

質の高い教育・特色ある教育等の観点から整備コンセプトを検討するため、既存校７校の

教職員（校長・教頭）に対し、教育活動、学校活動、今後の学校施設の在り方について、ア

ンケートを行って意見を伺った。 

結果は、主にコンセプトを実現していくために統合校が備えるべき主な機能・性能につい

て反映した。 

 

表 3-2 教職員ヒアリングでの意見・提案とコンセプトへの反映 

教職員ヒアリングにおける主な意見 
統合校が備えるべき主な機能 

・性能への反映 

・ＰＣやプロジェクター、タブレットの収納ロッカ

ー、エアコンの配管等が入ってきて、教室が手狭

になっている。 

「教育の情報化に対応した設備の

充実」として反映した。 

・「図書室」や「視聴覚室」等、共同で使用するス

ペースが校舎の端に位置していて使用しにくい。 

・職員室と会議室が離れているため、来客や電話対

応などで不便。 

円滑な教育活動、学校運営がしやす

い諸室配置 

・共用棟には、中１、小６など、２学年程度が集ま

って活動できる多目的室があるとよい。 

・「凝ったつくり」よりも「諸活動に柔軟に対応で

きるつくり」を重視していただきたい。 

「学年間のまとまりを柔軟に編成

できる教室配置」として反映した。 

・体育館以外に学年集会が行える広い部屋がほし

い。 

・小学校１年生と中学校３年生では、学習内容も生

活の仕方も大きく異なるので、発達段階を考慮し

た教室配置と、複数の特別教室やフリースペー

ス、遊具等があるとよいのではないか。 

「多目的空間の配置」として反映し

た。 

・体育館内にトイレがないため、夜間開放で校舎の

トイレを使用することになり、部外者が夜間解放

時に生徒玄関等まで入り込むことができる。 

・敷地内で、死角になる箇所が多いため、防犯対策

上不安がある。 

「セキュリティ管理に配慮した施

設整備」として反映した。 
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 整備コンセプト 

以上の検討および関連計画、社会経済動向を踏まえ、以下のとおり統合校の整備コンセ

プトを定めた。 

表 3-2 整備コンセプト 

Ⅰ．子どもたちの学びが充実した学校 

整備方針 統合校が備えるべき主な機能・性能 

（1）義務教育学校として 9 年

間を見通した多様な学び・

カリキュラム展開を図れ

る環境 

（2）児童生徒数の増加による

新たな学び・体験機会の充

実 

① 学年間のまとまりを柔軟に編成できる教室配置 

② 小学校と中学校の管理機能の一体化 

③ 教育の情報化に対応した設備の充実 

④ 少人数教育、グループ学習が可能な空間の確保 

⑤ 落ち着いた環境での特別支援教育、可変性のある室

の確保 

Ⅱ．子どもたちが快適な学校生活を送るための校舎整備 

整備方針 統合校が備えるべき主な機能・性能 

（1）学年の枠を超えた多様な

交流が可能な空間の充実 

（2）スポーツ、健康・食育、環

境など多様な教育活動の

支援 

① 自然採光・自然換気 

② 暖かく明るい内装、過ごしやすい空調環境 

③ 多目的空間の配置 

④ ユニバーサルデザインの導入 

Ⅲ．安心・安全な学校 

整備方針 統合校が備えるべき主な機能・性能 

（1）地震と洪水から児童生徒・

地域の人々を守る 

（2）安心して学校生活・放課後

も過ごせる防犯対策 

（3）安全な通学路・通学手段の

確保 

① 非構造部材を含め耐震構造を有した施設整備 

② 分かりやすい避難経路、避難しやすい施設配置 

③ セキュリティ管理に配慮した施設整備 

④ 歩行動線と車の動線を分離する配置 

⑤ スクールバスの乗降可能な駐車場配置 

⑥ 避難所として機能するための設備及び施設配置 

Ⅳ．地域の特色を生かし活性化に貢献する学校  

整備方針 統合校が備えるべき主な機能・性能 

（1）地域の産業・文化・スポー

ツなど歴史文化の継承 

（2）地域の資源を活かした教

育活動の確保 

（3）各学校の特色のある活動

の継承 

① 水橋の歴史・魅力の学習、地域産業の体験 

② 体育館・校庭・多目的ホールなど地域の方々が訪れ

ることのできるスペースの確保 

③ 既存校の歴史展示スペースの設置 

④ 地区の活動を紹介するスペース 

Ⅴ．環境にやさしく経済性に優れる学校 

整備方針 統合校が備えるべき主な機能・性能 

（1）維持管理費用の縮減 

（2）ゼロカーボンシティを目

指す施設整備 

 

① 自然採光・自然換気・雨水利用による維持管理費の

縮減 

② 自然エネルギーの活用 

（例：太陽光発電システム・太陽熱利用） 
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4． 施設計画 

 統合校の整備予定地 

 計画予定地の検討 

統合校の整備にあたり、地域の一定以上のまとまった面積を有する用地※の中から、以

下の３条件を満たす敷地を４箇所選定した。なお、現在の学校敷地の活用も検討した。 

①必要面積を概ね 40,000～50,000 ㎡であること。 

小学校・中学校それぞれに体育館・グラウンドを用意するため、2026（令和 8）年開校

時の統合校の児童数 445 人、生徒数 265 人と同規模の小・中学校の敷地に合わせた用地

が必要となる。 

（参考）小学校：400～500 人規模の平均敷地：約 22,500 ㎡ 

     中学校：200～300 人規模の平均敷地：約 27,000 ㎡ 

②敷地の形状が概ね整形であり、道路に隣接すること。 

③最短で 2026（令和 8）年 4月の開校を予定しているため、許認可や用地買収等に長期 

間を要さない見込みであること。 
※国営圃場整備計画地、近年に圃場整備した田、埋蔵文化財包蔵地を除く。 

  候補地の概要 

以上の条件をもとに、候補地を４箇所選定した。 

  

 

 
図 4-1 候補地の位置 
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表 4-1 整備候補地の概要 
 

Ａ．水橋高等学校敷地 Ｂ．水橋中部小学校・水橋中学校敷地 

配置※ 

  

現況等 既存校舎あり 既存校舎あり 

敷地面積 約 52,000 ㎡ 約 39,000 ㎡ 

住所 富山市水橋中村 24 ・富山市水橋舘町 443（水橋中学校） 

・富山市水橋町 568（水橋中部小学校） 

所有者 県 ・市（38,593.54 ㎡） 

・借地（642.23 ㎡） 

用途地域

等 

市街化調整区域 ・市街化区域 

・第１種中高層住居専用地域 

（建ぺい率 60%/容積率 200%） 

・第１種高度地区（20m） 

 Ｃ．水橋肘崎敷地 Ｄ．三成中学校及び隣接敷地 

配置※ 

 
 

現況等 農地 既存校舎等あり＋農地 

敷地面積 約 48,000 ㎡ 約 50,000 ㎡ 

住所 富山市水橋肘崎地内 富山市水橋石割 70 他 

所有者 民間 市及び民間 

用途地域

等 

市街化調整区域 

農地 

市街化調整区域 

農地を含む 

※配置図はインフォマップとやまより作成 
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  候補地の比較 

各候補地を以下の４項目について総合評価を行った。 

 ①利便性：児童生徒の通学時間として、各校区の基準起点（地理的重心・集落の中心）を選定し、各候補地までの徒歩時間による比較を行った。また、学校選択制により他地区から通う生徒の利便性の観点から、あいの風

とやま鉄道水橋駅からの徒歩時間を求めた。いずれも時間が短い方が優位と評価した。 

 ②学習環境：周辺環境として、防犯性、静粛性等学習しやすい環境か、敷地・道路の形態として、広さ、形態の評価、アクセス道路の状況を評価した。 

 ③安全性：富山市洪水ハザードマップから、浸水想定を洪水時の各敷地の浸水深さの予測が 3ｍを超えるか否かで評価した。 

 ④事業性：事業費として、用地取得費、既存施設が存在する場合の解体費、造成費等を積算し、総コストが安価なものを優位に評価した。用地取得容易性は市所有の土地でない場合、取得にかかる期間を考慮して評価した。 

 

評価の結果、水橋高等学校敷地を整備候補地として選定した。 

 

表 4-2 候補地の比較 
  

Ａ.水橋高等学校敷地 Ｂ.水橋中部小学校・水橋中学校敷地 Ｃ.水橋肘崎敷地 Ｄ.三成中学校及び隣接敷地 

１）利便性 児童生徒の通学時間 〇 
約 37 分 

◎ 
約 31 分 

△ 
約 41 分 

× 
約 46 分 

水橋駅からのアクセス ◎ 
駅から徒歩 10分 

〇 
駅から徒歩 20分 

〇 
駅から徒歩 20分 

× 
駅から遠い 

２）学習環境 周辺環境 〇 
周辺が農地で静か 

△ 
完成までは仮設校舎で学習 

△ 
農地で静かだが、防犯灯設置が必要 

〇 
周辺が農地で静か 

敷地・道路の形態 
○ 

整形・接道が 1方向のみ 
× 

やや狭隘かつ不整形・接道が狭い 

× 
整形だが接道が狭く、鉄塔が近接してい
る。 

〇 
やや不整形・接道は良好 

３）安全性  浸水想定 〇 △ 〇 ◎ 

４）事業性 
事業費等 〇 〇 △ △ 

用地取得費※ 約 6.2 億円 ― 約 5.3億円 約 5.4 億円 

解体費※ 県が解体 約 3.5 億円 ― 約 1.5 億円 

備考  別途、仮設校舎費：約 2億円 別途、造成費：約 6.9 億円 別途、造成費：約 4.3 億円 

用地取得容易性 ○ 

県から購入 

◎ 

市所有 

× 

全て民間農地 

△ 

一部民間農地 

工期の迅速性 

〇 
△ 

仮設校舎の児童生徒への配慮を要する 

× 

農地転用を要する 

× 

農地転用を要する 

一部に埋文包蔵 

総合評価 ○ △ × × 

評価 ◎：特に優れる、 ○：優れる、△：やや問題がある ×：問題がある 

※令和 3年 3月時点の試算による。後述の第２部：水橋地区統合校整備に係る事業化可能性調査の事業費に関連していない。 
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 計画予定地の概要 

整備予定地である水橋高等学校敷地は、あいの風とやま鉄道水橋駅から徒歩約 10 分の位

置にあり、約 5.2ha と広大な敷地を有する。 

周辺には農地が広がっており、静かな学習環境が期待できる。 

 
図 4-2 水橋高等学校敷地 

出所）富山市発行地形図（2018（平成 30）年作成） 

 
図 4-3 水橋高等学校敷地 

出所）富山市撮影航空写真（2020（令和 2）年撮影） 

表 4-3 計画予定地の状況 

 

敷地の状況 

所在地 富山市水橋中村 24 

敷地面積 約 5.2ha（敷地面積約 2.2ha、屋外運動場約 3.0ha） 

区域区分 市街化調整区域 

建物の状況 

建物面積 約 13,500 ㎡（校舎 約 8,700 ㎡、屋内運動場 約 4,800 ㎡） 

建物の状況 1981（昭和 56）年 12 月に着工。1983（昭和 58）年 4月に開校式。 

以降、相山記念館、校舎、第２体育館などの増築を経て、現在に至る。 

当該地周辺の地層は支持地盤が深い位置にあることから、建設時に多

数の支持杭が用いられている。 
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 学校規模の整理 

施設計画を作成するにあたり、開校時の学校規模について整理を行った。 

 児童生徒数・普通学級数 

2021（令和 3）年 3月、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法

律が改正され、2021（令和 3）年度から 2025（令和 7）年度にかけて、小学校（義務教育学

校の前期課程含む）の学級編制の標準が現行の 40 人から 35 人に引き下げられることにな

った。この改正を踏まえ、統合校においては、１～６年生（以下「前期課程」という。）の

学級人数は 35人以下、７～９年生（以下「後期課程」という。）の学級人数は 40人以下と

する。 

最短での開校年である 2026（令和 8）年度における水橋地区内の児童生徒数は、前期課程

445 人、後期課程 265 人と想定する。また、１学級あたりの人数を前期課程 35 人、後期課

程 40人と想定すると、学校規模は、小学校 16 学級、中学校 8学級となる。 

2027（令和 9）年度以降、児童生徒数は減少が予想されるが、学校規模は 2026（令和 8）

年時点での児童生徒数で設定する。 

 

表 4-4 統合校における児童生徒数推計 

 令和 8 年 令和 9 年 令和 10 年 令和 11 年 令和 12 年 

 
児童 

生徒数 
学級数 

児童 

生徒数 
学級数 

児童 

生徒数 
学級数 

児童 

生徒数 
学級数 

児童 

生徒数 
学級数 

1 年生 65 2 62 2 59 2 56 2 53 2 

2 年生 62 2 55 2 53 2 50 2 48 2 

3 年生 76 3 73 3 70 2 66 2 63 2 

4 年生 83 3 67 2 64 2 61 2 58 2 

5 年生 87 3 102 3 98 3 93 3 89 3 

6 年生 72 3 82 3 79 3 75 3 71 3 

前期 

課程計 
445 16 441 15 423 14 401 14 382 14 

7 年生 86 3 72 2 69 2 66 2 63 2 

8 年生 77 2 85 3 81 3 77 2 73 2 

9 年生 102 3 90 3 85 3 81 3 78 2 

後期 

課程計 
265 8 247 8 235 8 224 7 214 6 

合計 710 24 688 23 658 22 625 21 596 20 

特別 

支援 
15～20 2～3 15～20 2～3 15～20 2～3 15～20 2～3 15～20 2～3 

※コーホート変化率法（5 か年）にて推計 
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また、2027（令和 9）年以降の児童生徒数は以下のように推計される。 

 

 
図 4-4 統合校における児童生徒数の推計 

 

※コーホート変化率法（5 か年）にて推計 

 導入機能別の規模のイメージ 

学校規模の試算にあたり、以下のとおり前提条件を定めた。 

(1) 普通教室 

前期課程６学年、後期課程３学年でそれぞれ同じ規格の教室を導入する。前期課程（下図

小学校）は 35人、後期課程（下図中学校）は 40人が一定の間隔で机を並べて着席すること

が可能で、教室前部には教卓と教員机、後部にはロッカー等の校具を配置できるスペースを

確保する。 

普通教室１室あたりの面積は、小学校 72㎡、中学校 72㎡とする。以下この面積を設計の

基本単位として「コマ」と表現する。 

開校時は小学校に 16 教室、中学校に 8教室を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 4-5 教室のモデルプラン  
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(2) 特別支援教室 

開校時は前期課程に 3教室、後期課程に 2教室とし、１室あたりの面積は 64 ㎡とする。 

(3) 多目的教室等 

前期課程に 2 教室、後期課程に 2 教室確保する。面積は 72 ㎡を 2 室、36 ㎡を 2 室とす

る。多目的な利用を基本とするが、新たに求められる教育機能や特別支援学級の不足など、

将来必要となる用途に対応できる室として整備を行う。 

そのほか、少人数教室、通級指導教室、教材室を確保する。 

 

表 4-5 普通教室等の室数と面積 

室 名 

前期課程 前期・後期共用 後期課程 
合計 

 室数 
面積 

（㎡） 
室数 

面積

（㎡） 
室数 

面積

（㎡） 

普通教室 16 1,152 － － 8 576 1,728 

特別支援教室 3 192 － － 2 128 320 

学年室 3 324 － － － － 324 

多目的室１ 1 72 － － 1 72 144 

多目的室２ 1 36 － － 1 36 72 

少人数教室 2 72 － － 2 72 144 

通級指導教室 1 36 － － 1 36 72 

教材室 6 192 － － 3 96 288 

普通教室等 計 33 2,076 － － 18 1,016 3,092 

(4) 特別教室 

特別教室として導入する機能と規模は以下のとおりとする。面積は教室ごとに 2 コマと

し、うち 1.5 コマは教室、0.5 コマは準備室とする。 

 

 

表 4-6 特別教室の室数と面積 

室 名 

前期課程 前期・後期共用 後期課程 
合計 

 室数 
面積 

（㎡） 
室数 

面積

（㎡） 
室数 

面積

（㎡） 

理科教室 － － 3 324 － － 324 

理科準備室 － － 3 108 － － 108 

音楽教室 1 96 － － 1 96 192 

音楽準備室 1 64 － － 1 64 128 

美術室 － － － － 1 108 108 

美術準備室 － － － － 1 36 36 

図画工作教室 1 108 － － － － 108 

図画工作準備室 1 36 － － － － 36 

技術教室 0 0 － － 1 144 144 
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室 名 

前期課程 前期・後期共用 後期課程 
合計 

 室数 
面積 

（㎡） 
室数 

面積 

（㎡） 
室数 

面積 

（㎡） 

技術準備室 － － － － 1 36 36 

調理・被服室 1 96 － － 1 96 192 

調理・被服準備室 1 36 － － 1 36 72 

図書室 － － 1 360 － － 360 

コンピュータ室 － － 1 108 － － 108 

コンピュータ準備室 － － 1 36 － － 36 

生活科室 2 144 － － － － 144 

外国語教室 － － 1 108 － － 108 

特別教室 計 8 580 10 1,044 8 616 2,240 

(5) 管理諸室 

管理教室として導入する機能と規模は以下のとおりとする。面積は各室ごとに普通教室

のコマ単位で検討を行った。給食室は、センター方式のため整備は行わない。 

 

 

表 4-7 管理諸室の室数と面積 

室 名 

前期課程 前期・後期共用 後期課程 
合計 

 室数 
面積 

（㎡） 
室数 

面積 

（㎡） 
室数 

面積 

（㎡） 

校長室・応接室 － － 1 44 － － 44 

職員室 － － 1 288 － － 288 

事務室（受付含む） － － 1 32 － － 32 

会議室 － － 1 180 － － 180 

印刷室 － － 1 36 － － 36 

金庫室 － － 1 36 － － 36 

給湯室 － － 1 8 － － 8 

休憩コーナー － － 1 24 － － 24 

書庫 － － 1 32 － － 32 

雑庫 － － 1 36 － － 36 

保健室 － － 1 108 － － 108 

保健相談室 1 9 － － 1 9 18 

保健収納庫 1 6 － － 1 6 12 

放送室 － － 1 14 － － 14 

和室 － － 1 32 － － 32 

相談室 2 36 － － 4 72 108 

生徒会室 － － 1 36 － － 36 
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室 名 

前期課程 前期・後期共用 後期課程 
合計 

 室数 
面積 

（㎡） 
室数 

面積 

（㎡） 
室数 

面積 

（㎡） 

来賓玄関 － － 1 6 － － 6 

職員玄関 － － 1 28 － － 28 

昇降口 － － 1 185 － － 185 

職員更衣室 － － 1 72 － － 72 

特別教室用トイレ － － 5 160 － － 160 

配膳室１ － － 1 160 － － 160 

ワゴンプール － － 3 60 － － 60 

手洗いスペース － － 9 72 － － 72 

トイレ － － 9 360 － － 360 

グラウンド通用口 － － 1 20 － － 20 

受付 － － 1 5 － － 5 

用務員室 － － 1 40 － － 40 

ランチルーム － － 1 288 － － 288 

職員来賓トイレ － － 1 36 － － 36 

多目的トイレ － － 1 4 － － 4 

ごみ保管庫 － － 1 72 － － 72 

管理諸室 計 4 51 52 2,474 6 87 2,612 

(6) 体育関連諸室 

前期課程・後期課程それぞれにアリーナ、加えて柔剣道場を確保する。避難場所としての

機能確保のため、後期課程のアリーナは 2階とする。 

 

表 4-8 体育関連諸室の室数と面積 

室 名 室数 
単位面積

（㎡） 

総面積 

（㎡） 

前期課程 アリーナ 1 850 850 

ステージ 1 100 100 

控室 1 25 25 

器具庫 2 70 140 

トイレ 1 30 30 

多目的トイレ 1 5 5 

更衣室 1 50 50 

共用部 1 140 140 

計 9 － 1,340 
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室 名 室数 
単位面積

（㎡） 

総面積 

（㎡） 

後期課程 アリーナ 1 1,276 1,276 

器具庫 6 22 132 

雑庫 1 20 20 

管理室 1 8 8 

会議室（ＰＴＡ利用等） 1 40 40 

トイレ 1 30 30 

多目的トイレ 1 4 4 

更衣シャワー室 1 25 25 

部室 8 12 96 

体育館・柔剣道場共用部 1 292 292 

ピロティ 1 500 500 

計 23 － 2,423 

柔剣道場 柔剣道場 1 350 350 

更衣室 1 84 84 

器具庫 1 16 16 

計 3 － 450 

 

(7) 整備想定面積 

以上の必要諸室に加え、廊下・設備室等の間接面積を想定のうえ加算し、整備面積をまと

めると、下表のとおりとなる。 

 

表 4-9 整備面積まとめ 

室分類 面積（㎡） 

校舎 

普通教室等  3,092 

特別教室  2,240 

管理諸室  2,612 

共用部  2,940 

 

 

体育施設 

小学校体育館  1,340 

中学校体育館（ピロティ 500 ㎡を想定）  2,423 

柔剣道場    450 

屋外プール、付属室    475 

合計 15,572 
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 施設配置計画・ゾーニング計画 

 施設配置の基本方針 

施設配置は以下の事項を基本的な方針として検討を行う。 

 

・ 前期課程と後期課程は一体の建物として整備する。 

・ 可能な限り南側に教室を設け、採光と通風を確保する。 

・ 敷地全体の視認性の確保、歩車を明確に分離する。 

・ 校舎整備、既存建物の解体及び杭などの構造計画において、工期やコストに配慮

する。 

・ 管理諸室・普通教室・特別教室のまとまりを確保する。 

・ 子どもの体格の違いに配慮した動線に配慮する。 

・ 通学がしやすい位置から敷地にアプローチできるようにする。 

・ 敷地全体のバランスや維持管理の方法およびセキュリティ対策を考慮する。 

・ 児童生徒の登下校、車両動線、地域住民のアクセスや動線の混乱を回避する。 

・ 運動・競技スペースや広場空間を考慮し、屋外運動場が狭くならないように配慮

する。 

 

 施設配置の比較検討 

整備対象地における配置案の比較検討を行った。配置案は以下の２つの観点から、下表

の４案を作成し、シミュレーションを行った。 

 

・ 既存建物を避けて敷地南側（東側）に配置するか、既存建物を解体して北側に配

置するか。 

・ 既存建物を活用するか、新たに整備するか。 

 

表 4-10 施設配置案 

 内容 面積 

Ａ案 既存体育館等を活用し、既存校舎を解

体する。体育館と新設校舎の連携を考

慮し校舎を東側に配置する案 

校舎：既存 0㎡、新築 11,923 ㎡ 

体育館：既存 4,790 ㎡、新築 475 ㎡

（プール） 

Ｂ案 既存校舎・既存体育館を活用し、不足

する校舎を増築する案 

校舎：既存 8,618 ㎡、新築 4,720 ㎡ 

体育館：既存 4,790 ㎡、新築 475 ㎡

（プール） 

Ｃ-１案 既存校舎・既存体育館を解体し、北側

に全面改築を行う案 

校舎：既存 0㎡、新築 10,901 ㎡ 

体育館：既存 0㎡、新築 3,669 ㎡ 

（プール含む） 

Ｃ-２案 

 

南側に全面改築を行う案 校舎：既存 0 ㎡、新築 10,638 ㎡ 

体育館：既存 0㎡、新築 3,413 ㎡ 

（プール含む） 

※案によっては、既存建物の利用有無等の理由により整備想定面積に変動が生じている。 

 なお、今後の県との交渉過程の詳細な検討・精査により、整備面積、事業費は変動する。 

事業費は令和３年７月時点の試算による。 

 

上記４案の評価の結果、Ｃ-２案が優位となった。 

各案の評価は次頁のとおりである。 
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＜４案の評価＞ 

 Ａ案 既存体育館等活用＋校舎新築 Ｂ案 既存校舎等改修＋増築 Ｃ-１案 全面改築（北側配置） Ｃ-２案 全面改築（南側配置） 

配置イメージ 

   
 

面積等 

 

校舎：既存 0㎡、新築 11,923 ㎡ 

体育館：既存 4,790 ㎡、新築 475 ㎡（プール） 

※40 年後、既存体育館を 3,156 ㎡に建替え。 

80 年後、新築校舎を 10,783 ㎡に建替え。 

 

校舎：既存 8,618 ㎡、新築 4,720 ㎡ 

体育館：既存 4,790 ㎡、新築 475 ㎡（プール） 

※40 年後、既存体育館を 3,156 ㎡に、既存校舎

を 6,352 ㎡に建替え。 

 

校舎：既存 0㎡、新築 10,901 ㎡ 

体育館：既存 0㎡、新築 3,669 ㎡（プール含む） 

※80 年後、新築校舎を 9,761 ㎡に建替え。 

80 年後、同規模の体育館に建替え。 

 

校舎：既存 0㎡、新築 10,638 ㎡ 

体育館：既存 0㎡、新築 3,413 ㎡（プール含む） 

※80 年後、新築校舎を 9,498 ㎡に建替え。 

80 年後、同規模の体育館に建替え。 

前
提
条
件 

既存校舎等の解体 一部必要 必要なし 必要 必要 

解体費用の負担 県（市：建替え時に必要） 必要なし（市：建替え時に必要） 県（市：建替え時に必要） 県（市：建替え時に必要） 

土地の取得 

（県が杭を抜く場合）取得 
貸与 

（県が杭を抜く場合）取得 （県が杭を抜く場合）取得 

（県が杭を抜かない場合）貸与 （県が杭を抜かない場合）貸与 （県が杭を抜かない場合）貸与 

校舎等の取得 無償譲渡 無償譲渡 － － 

実現可能性 △（県が解体費を負担することが前提） 〇 △（県が解体費を負担することが前提） △（県が解体費を負担することが前提） 

事
業
費 

※ 

解体費用 

（杭抜き含む） ① 
11.7 億円 － 17.8 億円 17.8 億円 

イニシャルコスト  

② 
67.6 億円 58.6 億円 69.5 億円 66.9 億円 

イニシャルコスト計 

（①＋②） 
79.3 億円 58.6 億円 87.3 億円 84.7 億円 

40 年累計コスト

（ＬＣＣ） 
132.0 億円 106.1 億円 131.7 億円 127.5 億円 

90 年累計コスト 

（ＬＣＣ） 
286.0 億円 268.8 億円 276.2 億円 266.4 億円 
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※令和３年７月時点の試算によるものであり、後述の第２部：水橋地区統合校整備に係る事業化可能性調査Ｐ４８の整備費に関連していない。 

なお、Ｃ－２案とＰ４８の整備費との差は、後者の方が体育館の面積が大きいことによる。 

 

 Ａ案 既存体育館等活用＋校舎新築 Ｂ案 既存校舎等改修＋増築 Ｃ-１案 全面改築（北側配置） Ｃ-２案 全面改築（南側配置） 

評 

価 

校舎配置 

△ 
・北側エントランスから校舎までのアプローチ

が長い。 
・校庭のトラック・サッカーコート等が南北向

きになる。 

〇 
・校庭が校舎の南側に配置され、北側エントラン

スから校舎までのアプローチも短い。 

〇 
・校庭が校舎の南側に配置され、北側エントラン

スから校舎までのアプローチも短い。 

△ 
・北側エントランスから校舎までのアプローチが

長い。 
・校庭が北側になり日照があまりよくない。 

校舎の使い勝手 

〇 
・校舎は新築で児童生徒の利用のしやすさ等に

問題はない。既存体育館を使用するが特に問
題はない。 

△ 
・既存の高等学校の校舎を使用するため、寸法等

規格が小・中学生に対して大きく使いにくいこ
とが想定される。 

〇 
・校舎は新築で児童生徒の利用のしやすさ等に問

題はない。 

〇 
・校舎は新築で児童生徒の利用のしやすさ等に問

題はない。 

工期 
〇 
・令和 8年 4月開校に間に合う。 

〇 
・令和 8年 4月開校に間に合う。 

× 
・令和 8年 4月開校に間に合わない。 

△ 
・令和 8年 4月開校に何とか間に合う。 

長期計画 

 △ 
・40 年後の体育館建替えの際、校舎との接続に

工夫が必要。 

△ 
・40 年後の既存校舎・体育館の建替えの際、解

体・杭抜きが必要。また、配置に工夫が必要。 

〇 
・40 年後に建替えは発生しない。 

〇 
・40 年後に建替えは発生しない。 

事業効率 

〇 
・既存校舎の解体・杭抜きと、新規校舎の改築

を並行して実施することが可能で、工期が短
縮できる。 

△ 
・既存高校建物の規格が大きく、必要な室を確保

した場合の延床面積もそれに比例して大きくな
るため、改修費用が高額になり、改築に比べ大
幅なコスト削減はできない。 

× 
・既存校舎等の解体・杭抜きと、新規校舎等の改

築を並行して行えないため、時間がかかる。 

〇 
・既存校舎等の解体・杭抜きと、新規校舎等の改

築を並行して実施することが可能で、工期が短
縮できる。 

総合評価 

△ 
・既存体育館を活用できるが、面積が大きいた

め改修費用がかさみ、コスト削減効果が見込
めない。 

△ 
・既存校舎等の活用により事業費が抑えられるも

のの、間取りの自由度が限定される。 

× 
・R8.4 開校に間に合わない。 
・全面改築のためイニシャルコストが高い。 

〇 
・全面改築のため、イニシャルコストが高いが、

90 年間累計ではコストが最も安い。 

 工期 

Ａ案 既存体育館等活用＋校舎新築 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ案 既存校舎等改修＋増築 

 
 
 
 
 
 

 

Ｃ-１案 全面改築（北側配置） 

 
 
 
 
 
 

 

Ｃ-2 案 全面改築（南側配置） 
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★補正予算 ★補正予算 地質調査

事業者選定

◆ 実施方針 事業者選定 ◆
(R4.7) (R5.3)

◆ 特定事業の選定
(R4.8)

◆ 入札公告 開校

(R2.9)

R6 R7R2 R3 R4 R5 R8

外構・グラウンド

R９

設計（９ヶ月） 改修・増築（1６ヶ月）

《 約61ヶ月 》

PFIアドバイザリー業務

基本計画策定

PFI導入可能性調査

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

★補正予算 ★補正予算 地質調査

事業者選定

◆ 実施方針 事業者選定 ◆

(R4.7) (R5.3)

◆ 特定事業の選定

(R4.8)

◆ 入札公告 R8の開校に間に合わず

(R2.9)

R2 R3 R4 R5 R6 R7

解体設計

R8

解体工事（2３ヶ月） 外構・グラウンド

R９

設計（11ヶ月） 改築（19ヶ月）

《 約79ヶ月 》

PFIアドバイザリー業務

基本計画策定

PFI導入可能性調査

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

★補正予算 ★補正予算 地質調査

事業者選定

◆ 実施方針 事業者選定 ◆

(R4.7) (R5.3)

◆ 特定事業の選定

(R4.8)

◆ 入札公告 開校

(R2.9)

解体設計

R2 R3 R4 R5 R6 R8

解体工事（2３ヶ月） 外構・グラウンド

R7 R９

設計（11ヶ月） 改築（19ヶ月）

《 約6４ヶ月 》

PFIアドバイザリー業務

基本計画策定

PFI導入可能性調査
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 平面計画 

(1) ゾーニング・諸室配置計画 

義務教育学校の特性を発揮できるように、また児童生徒・教職員が快適で使いやすく、

安全なゾーニング・諸室配置とする。 

 

・義務教育学校におけるカリキュラムを効果的に展開できるように、学年および複数学年

の校舎内でのまとまりを考慮した教室配置とする。 

・児童生徒の体格に合わせ、低学年を低層階に配置する。 

・多目的スペースやランチルームなどは、多様な用途で活用できるように、校舎内の適切

な位置に配置する。 

・管理諸室は原則小中一体とするが、業務の違いに配慮し、先生同士のミーティングがで

きるスペース等を配置することを検討する。 

・体育館、柔剣道場は校舎から雨に濡れることなく到達できること、地域住民が利用する

動線を確保する。 

・図書館については、既存校の蔵書を活用することにより内容を充実させ、地元への解 

放も視野に入れた活用方法及び配置を検討する。 

(2) フレキシブルな空間計画 

将来的に児童生徒数の減少が見込まれることから、空き教室等の用途転用がしやすい

ように間仕切り変更が可能な校舎とすることや、用途変更に伴う法令への対応がしやす

いように転用可能性のあるエリアを想定してゾーニングに工夫を行う等、長期的に建物

を活用できるような空間の可変性に対応した設計を行う。その際、幼児教育及び幼保小中

の連携も視野に入れ検討する。 

(3) 動線計画・セキュリティ計画 

初めて学校を訪れる人にとって、目的とする施設の場所が容易に理解でき、分かりやす

いゾーニング・諸室配置とする。また、校舎内の人の動静・気配がわかりやすく死角の少

ないゾーニング・諸室配置とする。 

 

・前期課程の低学年の児童と後期課程の生徒では体格が大きく異なるので、動線の交錯を

避ける。また、階段の蹴上の高さなど、体格を配慮した寸法計画とする。 

・ホールなどを介してできるだけ校舎内に一体感のある空間構成とする。やむを得ず死角

が発生する場合はカメラ等設備機器の導入を検討する。 

・学校運営時や地域開放時などに学校側が管理しやすく、明確なセキュリティ計画とす

る。 

(4) ユニバーサルデザイン 

利用者が施設を不自由なく安心して利用できるように、段差の解消をはじめ円滑な移

動に配慮する。また、サインなどに配慮を行い認知が容易であるものとする。 

(5) 諸室計画 

1）普通教室等 

・採光、通風などに配慮した居心地の良い空間とする。 

・学習の場であると同時に、生活の場となるよう、児童生徒の居場所づくりに配慮する。 

・多目的教室等は多様な使い方を想定し、しつらえや学具の配置を工夫する。 
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2）特別教室 

・採光、通風などに配慮した居心地の良い空間とする。 

・多様な学習形態への対応を考慮して計画する。観察、実験、実習等の際に必要な器具、 

情報機器等を効果的に活用できるよう施設環境を整備する。 

 

3）管理諸室 

・採光、通風などに配慮した空間とする。 

・教職員の業務が効率的に行えるように、机・家具配置のレイアウトの工夫を行う。 

・室内のＩＣＴ環境を充実させる。 

 

4）体育関連諸室 

・災害時には体育館等が避難所として有効に機能するよう検討する。 

 構造計画 

構造は鉄筋コンクリート造を始め、鉄骨コンクリート造、プレキャストコンクリート造等

多様な方式を検討し、経済性、工期、耐火性、防音性等それぞれの構造方式の利点を勘案の

上、決定する。 

地震時や暴風雨時等は、避難の妨げにならないよう天井材、屋根材、壁材及び建具等の落

下や脱落がないよう配慮した計画とする。 

積雪対策として、庇の設置または、屋根構造への配慮等の落雪対策を施す。 

 設備計画 

日常の維持管理を容易にするための対策及び将来の配管などの更新工事の負担を軽減す

るための対策を施す。 

 電気設備 

照明器具は、ＬＥＤ照明や人感センサーの採用を行うなど省エネルギーの徹底を検討す

る。各室における照明の一括管理、電球等の取り替えや清掃が容易にできるような工夫、自

動点灯及び時間消灯などメンテナンス性と省エネルギーに優れた計画とする。 

受変電設備、動力設備、幹線設備は、エネルギー効率の高い機器を採用するとともに、配

線等にエコケーブルを導入する。 

太陽光発電システム・太陽熱利用等再生可能エネルギーの利用を検討する。 

 防犯・防災設備等 

緊急時において、各諸室から職員室に即座に連絡がとれるよう通信システムを構築する。 

敷地・建物の各出入り口に、防犯カメラ等を設置し、職員室にて確認できるよう、必要な

設備機器の設置や配管配線工事を行う。 

エレベーター、多目的トイレ等に非常通報ボタンを設置し、異常があった場合、光と音等

により知らせる設備として表示盤を職員室内に設置する。 

  空調設備 

職員室、管理諸室、普通教室、特別教室等にエアコンを設置することを検討する。空調設

備は高効率でメンテナンスのしやすいものを導入する。 
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 給排水・衛生設備 

配管や衛生器具など、長寿命の素材のものを使用してメンテナンスコストの縮減を目指

す。 

手洗い場は、各階に児童・生徒数に見合った数を設け、給食時の一斉手洗い時等に不足が

生じない計画とする。 

トイレは、衛生的で快適な空間とするために、仕上げ材の選定や換気設備に工夫を凝らす。 

 

 安全計画 

児童生徒及び地域の安全性を確保するため、以下について特段の配慮を行う。 

 平時の安全の確保 

窓・ベランダからの落下など、あらゆる児童生徒の使い方を想定し、安全性を確保する。 

 災害時等の施設安全性の確保 

地震等の自然災害発生時や非常時において安全性の高い施設とし、火災時の避難安全対

策や浸水対策、強風対策、落雪対策および落雷対策に留意する。 

また、体育館等は地域住民の避難に備えた配置・動線、設備を確保する。 

 保安警備の充実 

日中の不審者対策や夜間等における不法侵入を防止する等、施設の保安管理を徹底する。 

 

 環境計画 

  地域景観との調和 

「富山市景観まちづくり条例」に基づき、周辺との調和を図りつつ、地域から親しまれる

デザインとする。外構や施設全体は、調和と統一感のあるデザインを行い、まとまりのある

空間構成とする。 

 

 環境保全・環境負荷低減 

地球温暖化防止の観点から、富山市ＳＤＧｓ未来都市計画、富山市エネルギービジョン等

の施策を反映し、環境負荷の少ない設備や二酸化炭素の吸収源等の導入を検討するととも

に、エネルギーの供給には、省エネルギー性、環境保全性、経済性に配慮したシステムを採

用するほか、ヒートアイランド現象抑制の対策を講じる。 

また、四季を感じる緑化に努め、花壇や菜園等の充実を図り、豊かな屋外教育環境を有す

る施設とする。 

 

 地域との共存 

竣工後、長期にわたり地域と共存する施設として地域の環境や景観及び文化との調和を図

るデザインとする。また、地域の特徴のあるデザイン要素を取り入れる。 
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 親しみがわく学校 

あたたかみがあり、地域の人や児童生徒に愛され、親しみがわく学校のデザインとする。 

 環境負荷低減 

自然採光や自然換気及び庇による日射の遮蔽など機械設備への依存度を低減する。 
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5． 通学路・通学手段の検討 

 通学距離・通学手段 

「富山市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針」における、児童生徒の望

ましい通学距離は、その内容を踏まえ「徒歩で 2～3km以内、自転車で 6km 以内、徒歩・自

転車の場合は 30～40 分以内」を基本とし、これを踏まえたうえで、地理的条件や個別事情

を勘案し、児童生徒を対象にスクールバス等の導入を検討する。 

 

 スクールバス等の導入の検討  

統合により通学時間・通学距離が長くなる児童生徒に対して負担軽減を図るため、また、

体力や安全面を配慮してスクールバスやコミュニティバス等の運行を検討する。 

 

スクールバスが必要となる児童数を以下の条件で試算した。 

 

図 5-1 スクールバスを利用する居住エリア 

（パターン１） 

図 5-2 スクールバスを利用する居住エリア 

（パターン２） 
図 5-1 スクールバスを利用する居住エリア 

 

 

 

 

 

《試算条件》 

試算対象となる児童生徒は、2021（令和 3）年 4月現在対象地区に居住し、2026（令和 8）

年 4 月時点で前期課程（１～６年生）となる年齢の児童とした。後期課程の生徒（７～９

年生）については、通学区域ほぼ全域が統合校整備地から６㎞圏内に収まるため、本試算

対象からは除外した。 

 

 パターン１ 

「各小学校と水橋高校を結ぶ直線の垂直二等分線」の内側に居住する児童は徒歩で通

学し、同線の外側に居住する児童はスクールバスで通学する。 

 パターン２ 

「各小学校を通る、各小学校と水橋高校を結ぶ直線の垂線」の内側に居住する児童は徒

歩で通学し、同線の外側に居住する児童はスクールバスで通学する。 
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試算結果は下表のとおりとなった。 

 

表 5-1 スクールバスの必要な児童数（人）  

パターン１ パターン２ 

水橋中部 105 100 

水橋西部 83 15 

水橋東部 41 21 

三郷 45 33 

上条 55 25 

（合計） 329 194 

 
スクールバスは複数のルートを設定し、１ルートあたり登校時・下校時ともに１～３便を

想定する。一般利用者との同乗はしないものとし、料金は無料とする。 

停留所については、既存校の跡地や公共施設の駐車場等の十分な広さを確保できる場所

を想定する。運行ルートについては今後、水橋地区学校統合推進委員会交通安全部会におけ

る検討やバス運行の関連事業者との対話等を通じ、検討を進める。 

併せて、水橋地区を走るコミュニティバス（水橋ふれあいコミュニティバス）の通学利用

も検討する。また、遠方から鉄道を使って通学する児童生徒を考慮して、電車が水橋駅に到

着する時間帯に合わせてスクールバスやコミュニティバスを走らせる等、利便性向上も図

っていく。 

 通学路 

水橋地区は、市街地のエリアで道路において見通しの悪い場所が多いこと、道路の幅が

十分でない箇所が見られること等から、通学路の交通安全や防犯に対策を講じていく必

要がある。住民ワークショップの場でも、通学路の安全に対する不安や対策への意見が多

く寄せられた。 

国においては、文部科学省、国土交通省、警察庁合同で、「通学路の交通安全の確保に

向けた着実かつ効果的な取組の推進について」（2013（平成 25）年 12月 6日文部科学省、

国土交通省、警察庁）等のガイドラインを作成し、2015（平成 24）年度に、通学路の緊急

合同点検を実施した。 

富山市においても、2019（平成 29）年に、「富山市通学路交通プログラム」を策定し、

子どもの通学路・移動経路の危険箇所・対策を取りまとめ、ＰＤＣＡサイクルを導入して

実行しているところである。 

統合校整備においても、これまでと異なる通学路となり、不安を感じる児童生徒がいる

ことも想定しつつ、引き続き地区内の通学路の危険個所解消に向けて着実な対策を講じ

ていく。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部： 水橋地区統合校整備に係る事業化可能性調査 
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6． 事業計画 

 事業手法の検討 

本件の対象事業は大きく「学校建設・維持管理事業」（以下、「本事業」という。）と「跡

地活用事業」の２つに分類でき、官民双方のノウハウ発揮の最大化、工期短縮、財政支出の

削減等の観点からそれぞれの事業範囲や事業の一体化の是非について検証することで、官

民連携手法の導入について検討を行う。 

 ＰＦＩ等導入における法制度上の課題 

本事業の手法検討にあたって関連する法制度の整理を行う。 

(1) ＰＦＩ等導入において順守すべき法令 

① 地方自治法（以下、「自治法」という。） 

② 地方自治法施行令（以下、「自治令」という。） 

③ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（以下、「ＰＦ

Ｉ法」という。） 

④ 公共工事の品質確保の促進に関する法律（以下、「品確法」という。） 

⑤ 建設業法 

⑥ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（以下、「入札契約適正化

法」という。） 

⑦ 学校教育法 

⑧ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

(2) 事業手法に係る法制度の課題 

本事業で整備を予定している統合校は、ＰＦＩ事業の対象となる「公共施設等」のうち、

ＰＦＩ法第２条第１項第３号の教育文化施設に該当し、ＰＦＩ法に基づきＰＦＩ事業とし

て実施することが可能である。 

なお、本事業をＰＦＩ手法で実施する場合、以下の項目に留意が必要である。 

 

 表 6-1 関連する法制度と課題等 

法制度 項目 内容 

自治法 

自治令 

 

入札方式の選定 

（総合評価一般競争入

札又は公募型プロポー

ザル方式による随意契

約） 

政府のＰＦＩ基本方針によれば、総合評価一般競争

入札による方式が原則とされている。ただし、同方

式では落札者が決まった後の「契約締結に向けての

交渉」は、一概に否定されていないが、多段階に分け

て入札希望者を絞り込むことに対しては留意が必要

である。 

随意契約の適用条件 自治令第 167 条の 2 第 1 項において、随意契約を適

用できる条件と予定価格の範囲が定められている。

公募型プロポーザル方式による場合は、多くの自治

体において、契約の性質または目的が競争入札に適

さない、または、競争入札に付することが不利と認

められるとの判断により、同方式を採用している。 

予定価格の決定方法 自治法、自治令の中には、予定価格を定める方法に

関する規定はないが、通常、各自治体の規則におい

て、本事業に関する仕様書、設計書等により適正に

定めることとされている。 
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項目 内容 

優先交渉権者の決定方

法 

自治法第234条及び自治令第167条の10の 2におい

て、総合評価一般競争入札方式による落札者の決定

方法が規定されているが、公募型プロポーザル方式

による場合の優先交渉権者の決定方法については、

関係法令には明確な定義がない。 

入札保証金の納付義務

の免除 

自治令第 167 条の 7 第 1 項において、入札保証金の

納付義務が規定されているが、自治省通達（昭和 38

年 12 月 10 日付け自治丙行発 24 号、改正昭和 41 年

3 月 24 日付け自治行第 30 号）により、ある条件下

で、入札保証金の全部または一部を納めさせないこ

とができる。 

契約保証金の納付義務

の免除 

自治令第 167 条の 16 第 1項において、契約保証金の

納付義務が規定されているが、自治省通達（昭和 38

年 12 月 10 日付け自治丙行発 24 号、改正平成 7年 6

月 16 日付け自治行 49 号）により、ある条件下で、

契約保証金の全部または一部を納めさせないことが

できる。 

債務負担行為 本事業をＰＦＩ方式で実施する際には、事業期間が

複数年にわたることが想定されるため、自治法第 214

条による債務負担行為の設定について、議会の議決

が必要となる。 

ＰＦＩ事業の対象範囲 

 

自治法第 238 条の 4 の規定等に基づき、公立学校施

設の運営については、地方公共団体が行う学校教育

に支障の無い限りにおいてＰＦＩ事業の対象とする

ことが可能であると判断できる。 

学校 

教育法 

公立学校の管理運営 学校基本法第 5 条において、公立学校の管理運営に

ついては、地方公共団体の教育委員会が行うことと

されている。 

ただし、「地方公共団体におけるＰＦＩ事業につい

て」（平成 12年 3月 29 日付け自治事務次官通知、平

成 15年 9月 2日一部改正）第 6の第 4 項において、

維持補修等のメンテナンス、清掃、警備等の事実上

の業務についてはＰＦＩ事業として民間事業者に対

して行わせることが可能であると明確化されてい

る。 

Ｐ Ｆ Ｉ

法 

行政財産の貸付 当該施設の土地が行政財産である場合でも、ＰＦＩ

法第 70 条（平成 25 年のＰＦＩ法改正）によれば、

国または地方自治体は民間事業者に対しこれを貸し

付けることができることとされている。 

国公有財産の無償貸付 ＰＦＩ法第 71 条において、国または地方公共団体

は、必要があると認めるときは、選定事業の用に供

する間、国公有財産を無償または時価より低い対価

で選定事業者に使用させることができるとされてい

る。 
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(3) 国庫補助事業の整理 

事業の実施にあたっては、義務教育諸学校施設費国庫負担法等に基づき、以下に整理する

国庫補助事業の対象となることから、それぞれについて統合校舎及び屋内運動場、グラウン

ド、プール、武道場等の整備への適用を想定する。 

なお、国庫補助の対象となるためには、整備後の施設は公共が所有する必要があることに

留意して事業手法の検討を行う必要がある。 

 

表 6-2 国庫補助の内容 

 

 想定される事業手法 

現時点において想定される事業手法及び手法ごとの本事業における適合性を整理した。

なお、学校運営（教育）は公共が担い国庫補助の対象となることを踏まえると整備後の施設

は公共が所有する必要があることから、ＰＦＩ（ＢＯＴ）・リース方式などの民間事業者が

施設所有者となる手法は検討の対象外とした。また、既存施設の改修を行うＰＦＩ（ＲＯ）

手法は、高等学校を小・中学校の統合校として活用することについて児童・生徒の利便性の

観点や後述する事業者参画意欲の観点から現実的ではないことから、こちらも対象外とし

た。 

  

国庫補助 内容 

公立学校施設整備費負担金 

 

小中学校等を適正な規模にするために統合しようとする

ことに伴って必要となった校舎又は屋内運動場の新築又

は増築に要する経費の一部を国が負担することにより、こ

れらの学校の施設の整備を促進し、その教育の円滑な実施

を確保する。 

学校施設環境改善交付金 

 

地方公共団体が学校施設の整備をするに当たり、その実施

に要する経費の一部を、整備状況やその他の事項を勘案し

て、国が予算の範囲内において交付する。 
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表 6-3 事業手法のメリット・デメリット 

事業手法 特徴 メリット デメリット 

従来方式 民間に施設の設

計、建設、維持管

理、運営を個別に

委託する。 

 事業者選定プロセスを

必要としない。 

 設計、建設、維持管理等

を分離発注するため、行

政の意向を反映させや

すい。 

 包括発注に比べて工期

短縮やコスト縮減が望

めない。 

 民間の創意工夫の余地

が小さい。 

ＰＦＩ 

（ＢＴＯ） 

民間に施設の設

計・資金調達・建

設・維持管理・運

営を一体的に委

ね、建設終了時に

施設の所有権を

公共に移転する。 

 附帯事業を含めた包括

発注により民間の創意

工夫の発揮の余地が大

きく、品質向上やコス

ト・工期縮減等が期待で

きる。 

 長期一括発注により契

約事務が低減。 

 民間の資金調達により

財政支出が平準化され、

金融機関のモニタリン

グ機能が働く。 

 事業者選定に時間と労

力を要する。 

 ＰＦＩ事業経験の無い

事業者にとって参画は

容易ではなく、競争原

理への影響が懸念され

る。 

 維持管理・運営につい

て、長期契約により変

更しづらい。 

ＤＢ 民間に施設の設

計、建設を一体的

に委ね、施設の所

有、資金調達を公

共が担い、維持管

理、運営は別途委

託する。 

 設計・建設の一括発注に

より民間ノウハウの発

揮の余地が大きく、品質

向上やコスト・工期縮減

等が期待できる。 

 維持管理、運営における

公共のハンドリングが

容易。 

 維持管理・運営が別途

委託となり、設計・建設

との連携に工夫が必

要。 

 ＰＦＩ、ＤＢＯ程では

ないが事業者選定に時

間と労力を要する。 

ＤＢＯ 民間に施設の設

計、建設、維持管

理、運営を一体的

に委ねる。施設の

所有、資金調達は

公共が担う。 

 包括発注により民間の

創意工夫が期待される。 

 資金調達は公共が行う

ため、地元等のＰＦＩ事

業経験の無い事業者で

も参画検討が可能。 

 事業者選定に時間と労

力を要する。 

 金融機関によるモニタ

リング機能が働かな

い。 
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 民間事業者の事業参画意向 

(1) 事業参画意向調査の目的・方法 

事業手法検討の参考とするため、また本事業への民間事業者参画の意識醸成、地元企業の

参画促進のために、以下の項目について過去の市内の学校施設整備事業への参加者、とやま

地域プラットフォーム等で過去に対話を行った事業者であるゼネコン、リース会社、交通事

業者など６社にヒアリングを実施した。ヒアリングにおいては、本事業の検討の幅を広げる

ために附帯事業や跡地活用等への関心についても幅広く意見を収集した。 

・ 本事業への関心 

・ 事業参画を判断する際の要因（事業手法、事業範囲、事業期間 等） 

・ 事業範囲（スクールバス運行業務の一体化 等） 

・ 附帯事業（スクールバス活用、学校開放 等）の可能性 

・ 既存校７校の跡地の評価について 

・ 跡地活用の可能性について 

(2) 事業参画意向調査結果の概要 

調査結果から、民間事業者の本事業への関心は総じて高く、事業手法によっては複数事業

者の参画が期待できる。一方、附帯事業や跡地活用についてはハードルが高く、参画意欲へ

の影響が懸念されることから、今後更なる事業者への意向調査等により精査を行う。 

 

表 6-4 事業者ヒアリング調査結果の概要 

項目 主な意見 

事業スキーム ― 

 事業手法  ＰＦＩ（ＢＴＯ）での検討は可能である。 

 ＰＦＩ（ＲＯ）は元施工とのリスク分担や事業規模がネックと

なり検討しづらい。 

事業期間  ＰＦＩ（ＢＴＯ）方式における維持管理・運営期間は大規模改

修が含まれない期間として 10～15 年程度が望ましい。 

事業範囲  維持管理を業務範囲とすることは問題無いが、用務員や児童・

生徒の実施する部分とのすみ分けが必要である。 

 スクールバス運行業務を業務範囲とすることは問題無いが、

運行規定について事前に仔細の取り決めをすることや、相応

のサービス対価が担保されることが重要である。 

附帯事業  立地特性を鑑みるとスクールバスを独立採算制でコミュニテ

ィバスとして活用することはハードルが高い。 

 医療・福祉施設との連携など、地域に必要な機能としてバス活

用の検討・模索の余地がある。 

 水橋地区の公共交通網の充実の観点から、スクールバス事業

の検討にあたっては、既存の路線バスルートの見直し、再編等

により効率化を図ることが考えられる。 

跡地活用  国道への隣接、既存建物の活用の可否など、立地ごとの特性を

踏まえて活用検討を行う必要がある。 

 いずれも事業者誘致が容易な立地では無いため、本体事業と

の一体化はせず、自主提案（努力目標）とすることが望ましい。 

 跡地活用の提案について必須条件ではなく加点要素とするこ

とが望ましい。 

参画可能性  ＰＦＩ（ＢＴＯ）であれば、事業規模を鑑みると関心があり、

検討できる。 
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 事業条件の検討 

(1) 事業範囲 

本事業について、民間事業者が担う事業範囲を次のとおり想定する。なお、表中の「*」

の事業・業務について、今後民間事業者へのヒアリング調査等を行い、事業範囲を精査する。 

 
表 6-5 事業範囲 

業務 内容 
業務分担 

民 公 

建設業務 事前調査業務  ○  

設計業務 既存施設の解体設計 ○  

基本設計・実施設計 ○  

解体業務 既存施設の解体業務 ○  

建設業務 造成工事 〇  

建築工事・外構工事等 ○  

維持管理業務  建物保守管理、清掃、警備

等 

※用務員業務との調整を

想定 

○* ○ 

運営業務 ※1 学校教育業務 授業等（例：水泳の授業の

民間委託） 

〇* ○ 

スクールバス業務 スクールバス運行 ○*  

附帯事業 統合校自主提案事業 事業者の提案に基づく事

業 

○*  

跡地活用事業 ※2 跡地における民間収益施

設の設計、建設、維持管理、

運営 

○*  

※1：給食調理業務はセンター方式を想定している。 

※2：事業者誘致が容易な立地でないため、本体事業との一体化はせず、自主提案（努力目標）

とすることが望ましい（事業者ヒアリングより）。大沢野地域公共施設複合化事業も同様の

対応をしている。 

(2) 事業期間 

事例の整理や、民間事業者等へのサウンディングを踏まえ、事業者が参画しやすい期間と

して施設整備後、維持管理・運営期間として 15年を想定する。 

 

1）事例による事業期間の整理 

日本ＰＦＩ・ＰＰＰ協会のデータベースを参考に、2000（平成 12）年以降のＰＦＩ

手法による義務教育施設整備の事例を以下に整理した。 

 

表 6-6 事業期間 

単位：年 

 事例件数 
事業期間 

（平均） 

事業期間 

（最長） 

事業期間 

（最短） 

ＰＦＩ（ＢＴＯ） 36 16.9 30 13 
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 ライフサイクルコスト 

従来方式及び想定される各手法における実施設計以降の整備費用（イニシャルコスト）と、

維持管理・運営期間を 15年間と想定した際の、事業期間全体における富山市のライフサイ

クルコスト（ＬＣＣ）を算定した。 

 整備費用（イニシャルコスト） 

従来方式における整備費用（イニシャルコスト）について、富山市内の学校施設整備事業

事例や直近の趨勢、事業者ヒアリング等を踏まえ、以下のとおり整理した。 

 

表 6-7 事業費※1 

                            単位：千円（税込） 

項目 概算整備費 

設計費 231,660 

工事監理費 85,910 

新設統合校工事費※2 7,478,732 

既存施設解体費 1,958,000 

什器備品調達・設置・引越し 326,700 

合計 10,081,002 

※1：あくまでも、事業化の可能性を検討するための試算で 

ある。事業費等はあくまでも現時点での概算であり、 

確定したものではない。 

※2：校舎及び体育館は、民間事業者への市場調査等により、 

それぞれ 450 千円/㎡（税込）、500 千円/㎡（税込）で 

試算している。 

  ライフサイクルコスト算定の前提条件 

市内外の類似事例及び事業者へのヒアリング等により、ライフサイクルコスト算定に必

要な諸条件について、以下のとおり設定を行った。 

 

表 6-8 ライフサイクルコスト算出に当たっての設定条件 

単位：千円（税抜） 

項目 設定値 設定方法等 

イニシャル 

コスト 

整備費 9,164,547 前項事業費（税抜） 

アドバイザリー費 30,000 

～40,000 

類似事例より設定 

設計・建設モニタリング費（年額） 20,000 類似事例より設定 

ランニング 

コスト 

維持管理費 528,878 市内事例単価より試算 

起債金利 0.14% 地方債（元利均等） 

市場借入 基準金利 0.2% 直近の趨勢、ヒアリン

グ等を踏まえ設定 市場借入 スプレッド 0.7% 

市場借入 建中金利 2.0% 

その他 現在価値換算割引率 1.01% 15 年物国債金利の過去

15 年分の平均値 

手法別 

事業費 

削減率 

ＰＦＩ 10% 整備費、維持管理費に

適用 ＤＢＯ 5% 

ＤＢ 5% 整備費に適用 
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 ライフサイクルコスト比較 

前項までを踏まえて試算した事業手法別のライフサイクルコストは以下のとおりである。

試算ではＰＦＩ（ＢＴＯ）方式の財政支出削減率（ＶＦＭ率）が 7.7％と優位であった。 

 

表 6-9 ライフサイクルコスト比較※1 

単位：千円 

※1：あくまでも、事業化の可能性を検討するための試算である。事業費等はあくまでも現時 

点での概算であり、確定したものではない。 

※2：市が将来にわたって支払う金額（＝市が支払う整備費用＋維持管理費等の総額） 

※3：※1 を現在の価値に換算した金額 

 

  

 従来方式 ＰＦＩ 

（ＢＴＯ） 

ＤＢＯ ＤＢ 

①施設整備費 9,164,547 8,272,944 8,706,321 8,721,170 

②維持管理費 531,787 565,238 505,198 531,787 

③アドバイザリー費等 0 100,000 90,000 90,000 

④資金調達費用 134,342 203,725 126,450 126,582 

⑤公租公課 0 21,959 0 0 

⑥事業者利益 0 43,647 0 0 

⑦国庫補助 ▲1,376,619 ▲1,363,552 ▲1,376,619 ▲1,376,619 

⑧消費税 969,343 909,274 929,875 934,005 

富山市の財政負担額 

（①～⑧の合計） 

【将来価値 ※2】 

9,423,400 8,753,235 8,981,225 9,026,925 

富山市の財政負担額 

【現在価値 ※3】 
8,355,197 7,708,982 7,974,598 8,016,383 

財政支出削減額 - ▲646,215 ▲380,599 ▲338,814 

財政支出削減率 

（ＶＦＭ率） 
- ▲7.7% ▲4.6% ▲4.4% 
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 事業スケジュール 

想定される事業手法ごとの事業スケジュールについて、以下のとおり整理を行った。 

従来方式については、各業務を分離発注するため民間事業者のノウハウ発揮の余地が小さく、工期縮減効果が期待できないことや、発注ごとに期間を要することから 2026（令和 8）年度の開校に間に合わない可能性があるが、

他の官民連携手法については民間事業者のノウハウ発揮による工期縮減等により、2026（令和 8）年度開校を見据えた進行が可能である。 

 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

事業者選定・契約
地質調査
基本設計
実施設計
　うち許認可申請関連
既存施設解体

●開校

事業者選定・契約
地質調査
基本設計
実施設計
　うち許認可申請関連
既存施設解体

●開校

事業者選定・契約
地質調査
基本設計
実施設計
　うち許認可申請関連
既存施設解体

●開校

事業者選定・契約
地質調査
基本設計
実施設計
　うち許認可申請関連
既存施設解体

●開校

令和8年度

新設統合校建設工事
校舎（19ヶ月）

外構（4ヶ月）

項目 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

新設統合校建設工事
校舎（19ヶ月）

外構（4ヶ月）

D
B

（14ヶ月）
（6ヶ月）

（6ヶ月）
（5ヶ月）

（3ヶ月）
（23ヶ月）

新設統合校建設工事
校舎（19ヶ月）

外構（4ヶ月）

D
B
O

（16ヶ月）
（6ヶ月）

（6ヶ月）
（5ヶ月）

（3ヶ月）
（23ヶ月）

新設統合校建設工事
校舎（21ヶ月）

外構（5ヶ月）

P
F
I

（18ヶ月）
（6ヶ月）

（6ヶ月）
（5ヶ月）

（3ヶ月）
（23ヶ月）

令和8年度

従
来
方
式

（3ヶ月） （3ヶ月） （3ヶ月）
（6ヶ月）

（7ヶ月）
（6ヶ月）

（3ヶ月）
（26ヶ月）

項目
令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
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 総合評価 

本事業について、2026（令和 8）年度の開校を目標とした際に、工期縮減が重要な点であ

ることや、コスト縮減効果、跡地活用における提案への期待を重視し、本事業の事業手法に

対して、以下のとおり総合評価を整理した結果、ＰＦＩ（ＢＴＯ）方式が優位であると考え

る。 

表 6-10 事業手法の総合評価  
従来方式 ＰＦＩ 

（ＢＴＯ） 

ＤＢＯ ＤＢ 

競争原理の確保 

（ヒアリング） 

〇 ○ △ ○ 

複数社の参画が

期待できる。 

複数社の参画が

期待できる。 

事例が少なく参

画意欲は未定。 

複数社の参画が

期待できる。 

スケジュール 

（事業者選定） 

○ △ △ △ 

事業者選定・契

約期間は比較的

短い。 

事業者選定に一定の時間・労力を見込む必要がある。 

スケジュール 

（工期縮減） 

× ○ ○ ○ 

分離発注につき

工期縮減が課題 

維持管理を含めた包括発注による工期縮減効果が見込

める。 

民間ノウハウ 

（維持管理・ 

運営）  

× ○ ○ △ 

分離発注につき

設計・建設との

連携が課題。 

設計・建設から連動した効率的な

維持管理・運営が期待できる。 

設計・建設との

連携が課題。 

民間ノウハウ 

（附帯事業） 

× ○ ○ × 

一体的な提案が

期待できない。 

一体的な提案が期待できる。 一体的な提案が

期待できない。 

支払の平準化 - ○ - - 

起債分のみ 一般財源負担分

を民間の資金調

達により平準化

が見込める。 

起債分のみ 

コスト 

縮減効果 

× ○：▲7.7% △：▲4.6% △：▲4.4% 

分離発注につき

一体的なコスト

縮減効果への期

待が薄い。 

起債金利と市場

金利の差による

資金調達コスト

の増と、事業費

削減効果を比較

検討する必要が

ある。 

維持管理・運営

の一体発注によ

るスケールメリ

ット、公共によ

る資金調達で事

業費の削減が期

待できる。 

維持管理・運営

が別発注となる

ためスケールメ

リットが生じに

くい。 

総合評価 × ○ △ △ 

 
【現時点での想定事業スキーム】 

事業手法 ＰＦＩ（ＢＴＯ）方式 事業形態 サービス購入型 

事業期間 設計・建設期間＋15 年 事業範囲 設計・建設・維持管理 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３部： 水橋地区統合校整備に係る跡地活用 
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7． 既存校の跡地活用の検討 

 跡地活用の基本的な考え方 

学校統合に伴い５小学校・２中学校の学校跡地が発生する。学校施設はそれぞれの地域の

中心に位置し、大きな敷地と施設を有していることから、市の全体のまちづくりの方向性や

資産活用の方針等と整合を図りつつ、市場性、利便性及び地域特性などについて評価を行い

ながら地域活性化に資する利活用の方策について、市全体で検討していくことが必要であ

る。 

また、これまでそれぞれの学校は、地域住民の活動拠点として、また災害時の避難場所と

しての役割も担ってきたということを考慮に入れる必要があり、住民の意見を幅広く聴取

するため、住民ワークショップのテーマに加えた。 

以上の観点から、学校跡地の利活用に関する基本的な考え方を整理するとともに、利活用

の手順を検討した。 
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 既存校の敷地状況 

既存校の敷地状況を以下に整理する。 

 

表 7-1 既存校の敷地状況 
 水橋中部小学校 水橋西部小学校 水橋東部小学校 

現況写真 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

住所 水橋町 568 番地 水橋辻ヶ堂 1919 番地 2 水橋上桜木 114 番地 

校地面積 19,380 ㎡ 15,799 ㎡ 11,051 ㎡ 

校舎建築年 1998（平成 10）年 1978（昭和 53）年 1963（昭和 38）年 

プール建築年 1985（昭和 60）年 1991（平成 3）年 1968（昭和 43）年 

用途地域 第１種中高層住居専用地域 市街化調整区域 

周辺状況 

水橋中学校と同一敷
地。周辺は住宅や事業
所が多い。周辺道路は
狭い。白岩川に近接。 

周辺は住宅や事業所が
多い。周辺道路は狭い。 

県道に隣接してお
り、見通しが良い。 

用途地域による
活用例 

住宅団地、コンビニエンスストア、福祉施設、 
屋台村（ワークショップでの意見）等 

農業用倉庫、 
農業研究所 

 
 三郷小学校 上条小学校 水橋中学校 三成中学校 

現況 
写真 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

住所 水橋小路345番地 水橋石割 99 番地 水橋舘町443番地 水橋石割 70 番地 

校地 
面積 

15,427 ㎡ 11,585 ㎡ 17,796 ㎡ 19,598 ㎡ 

校舎 
建築年 

2013（平成 25）年 1980（昭和 54）年 1967（昭和 42）年 1987（昭和 62）年 

プール 
建築年 

2016（平成 28）年 2015（平成 27）年 － － 

用途 
地域 

市街化調整区域 
第１種中高層 
住居専用地域 

市街化調整区域 

周辺 
状況 

住宅・田畑に囲ま
れている。 

上条工業団地に近
接。国道・県道に近
い。 

水橋中部小学校
と同一敷地。周辺
は住宅や事業所
が多い。周辺道路
は狭い。白岩川に
近接。 

国道に隣接。上条
工業団地に近い。 

用 途 地
域 に よ
る 活 用
例 

教育・研究施設 
（各種学校・農業
研究所） 

物流基地、企業団
地の関連施設（災
害時は支援物資搬
入） 

住宅団地、コンビ
ニエンスストア、
福祉施設、屋台村
（ワークショッ
プでの意見）等 

物流基地、企業団
地の関連施設（災
害時は支援物資
搬入） 



 

56 

 

 跡地活用の方向性 

以上を踏まえ、跡地活用についての住民ワークショップでの意見を、以下のとおりまとめ

た。 

 
表 7-2 地区の意見 

 基本的な考え方 検討の視点 

Ａ 

教育活動の場 

の確保 

必要に応じて統合校の補完施設や学び

の場など、教育活動による利用を検討

する。 

①学びの場の提供 

②学校教育の支援 

Ｂ 

地域の活動拠点 

の確保 

スポーツやコミュニティ活動の場、雇

用を生み出す企業誘致、地域の産業支

援など、地域の活動拠点となる場を検

討する。 

③交流や憩いの場の提供 

④スポーツの促進 

⑤産業支援 

Ｃ 

地域の安心・安全

の確保 

避難所、防災拠点としての機能を有し

ている学校跡地については、その役割

に留意するとともに、地域住民が安心

して暮らすために必要な子育て支援や

福祉等の施設として利用を検討する。 

⑥安心・安全の確保 

⑦医療・福祉の充実 

⑧子育て支援・ 

子どもの居場所づくり 

⑨生活利便性の向上 

⑩居住人口の確保 

 

 活用の検討手順 

跡地活用の検討手順を示す。 

 学校跡地への導入機能範囲の決定 

それぞれの学校において、導入すべき機能及びその範囲を検討する。検討にあたっては、

跡地活用の基本的な考え方に基づき、施設ごとの特性を調査の上、多角的な検討を行う。 

(1) 財産の現状とニーズ把握調査 

敷地ごとに、土地・建物の法的条件や不動産価格、敷地周辺状況等を調査し、活用範囲の

精査を行う。また先進事例や民間事業者へのヒアリングを実施し、マーケティングの観点か

ら土地のニーズの把握を行う。 

(2) 整備手法の検討と評価 

土地・建物の保有と賃借、ＰＦＩ手法の導入等民間参入を想定した事業スキームの検討・

評価を行う。 

(3) 全市の土地活用方針との整合 

土地・建物の機能検討にあたって、富山市都市マスタープラン、富山市公共施設等総合管

理計画をはじめ、市の関連計画との整合を図る。 
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(4) 土地活用における導入機能の絞り込み 

以上を勘案して、敷地ごとの活用方針、活用範囲を定める。 

 学校跡地への導入機能の決定 

敷地ごとに導入機能を決定する。 

(1) 住民意見の募集 

基本計画策定中に住民ワークショップで意見・アイデアを募った。 

個別の敷地についての機能を決定する際には、さらに意見を聴取して、活用の参考として

いく。 

(2) 民間企業サウンディングと事業者募集 

とやま地域プラットフォーム等を活用して、民間の意見を聴取する。また民間事業者から

見て一定のニーズが見込まれる敷地について事業者募集を行う。 

(3) 有識者会議での検討 

導入機能の決定にあたっては、検討プロセスごとに、有識者会議に諮り、活用方法に対す

る客観的な意見をいただく。 

 

 学校跡地の利活用の実行 

跡地利用には、住民との意見調整に時間を要すものや、検討の結果、直ちに活用用途が定

まらないものも想定される。統合校整備にＰＦＩ方式を導入し、学校施設整備に付随した事

業として土地活用を募集するなどの検討を行う。 

なお、事業性の低い土地などは、中長期的な検討を要するものもあることから、暫定的な

利用も検討の範囲とする。 

 

 

 
図 7-1 学校跡地活用の検討の流れ 

  

 

 

 

 

 

 

利活用の方向性 

地域住民の意見・関連

計画との整合を図りつ

つ、各々の跡地に確保す

る機能の方向性を決定 

市民意見・提案募集 

利活用方策検討 

サウンディング市場調査 

諮問機関による評価 

利活用実行 
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1． 関連計画 

 関連計画の概要 

  第２次富山市総合計画 

富山市のまちづくりにおける長期的かつ基本的な方向を示し、目指すべき都市の将来像

について、市民と行政が協働で取り組む目標を定め、その目標実現のための指針として位置

付けられている。 

急速に進む少子高齢化や人口減少社会にある中で、安心して子育てができ、また、いくつ

になっても、生き生きと自立して暮らせる地域社会を目指すとともに、豊かな自然と高度な

都市機能を併せ持つ富山市を将来市民に引き継いでいくため、今後 10 年間の本市のまちづ

くりの方向性を定めるものである。 
 

《施策の大綱》 

Ⅰ．すべての人が輝き安心して暮らせるまち【人材・暮らし】 

Ⅱ．安心・安全で持続性のある魅力的なまち【都市・環境】 

Ⅲ．人が集い活気にあふれ希望に満ちたまち【活力･交流】 

IV. 共生社会を実現し誇りを大切にする協働のまち【協働・連携】 

出所）第２次富山市総合計画（富山市、2017（平成 29）年 3 月） 
 
学校教育の施策については以下のとおり方向性が定められている。 
 

《学校教育の施策の方向性》 

① 学校教育環境の整備 

② 自主性・創造性を備えた子どもの育成 

③ 安心・安全な学校づくり 

④ 心身の健康づくりの推進 

出所）第２次富山市総合計画（富山市、2017（平成 29）年 3 月） 

 富山市教育大綱 

富山市の教育の振興に関する総合的な施策の「基本的な方針」となるものである。策定に

あたっては国の第３期教育振興基本計画を参酌しており、「富山市総合計画」の分野別計画と

位置づけている後述の「富山市教育振興基本計画」との整合性、連動性を図り策定している。 

現在の大綱の対象とする期間は、2019（平成 31）年度より概ね５年間、つまり2023（令和

5）年度頃までである。 
 

《教育目標》 

自立と公共の精神を重んじて教育の高揚を図り、新たな時代を拓く心豊かな市民を育む 

１ 志をかかげ、知性をみがき、実践力を高める 

２ 我が国と郷土を愛し、自然に学び、芸術・文化に親しむ豊かな情操を養う 

３ 健やかでたくましい心と体を備える 

 
《基本的な方向及び基本施策》 

１ 公共の精神を重んじ、自主性・創造性を備えた子どもの育成 

２ 次代を担う子どもたちを育む、安心・安全で質の高い学校教育環境の整備 

３ 学校・家庭・地域で取り組む子どもの成長支援 

４ 市民による生涯を通じた教育の充実と文化遺産等の保全・活用 

出所）富山市教育大綱（富山市、2019（平成 31）年 2 月）  
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 第２期富山市教育振興基本計画 

富山市の教育行政を推進することで、本市教育のさらなる質の向上等を目指し策定され

た計画である。概ね 10年先を見通して、本市が目指す教育の基本的な方向や基本施策を明

確に示し、それらを確実に実現するために、2019（平成 31）年度～2023（令和 5）年度の５

年間に必要な施策や取組みを体系的に整理している。 

 

 
図 1-1 各計画の位置づけ 

出所）第２期富山市教育振興基本計画（富山市、2019（平成 31）年 2 月） 

 
 

《基本的な方向とその目標》 

１ 公共の精神を重んじ、自主性・創造性を備えた子どもの育成： 

  子どもたちが自ら課題を見つけ、よりよく問題を解決する資質や能力、自らを律

しつつ他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性、たくましく生きるた

めの健康や体力などを育み、社会で活きる実践力を高める教育が行われているこ

と 

２ 次代を担う子どもたちを育む、安心・安全で質の高い学校教育環境の整備： 

  子どもたちが、安心・安全で質の高い教育環境のもとで教育を受けられているこ    

  と 

３ 学校・家庭・地域で取り組む子どもの成長支援： 

  子どもたちが、学校・家庭・地域の連携・協力のもと、基本的な生活習慣や社会

性を身に付け、豊かな人間性を育んでいること 

４ 市民による生涯を通じた教育の充実と文化遺産等の保全・活用： 

  刻々と変化する社会に対応していくために、必要な知識やスキルを、市民が生涯 

を通じて、身に付けていけること 

  市民全体が、ふるさとの自然、歴史、文化等について学び、豊かな情操が養われ

ていること 

出所）第２期富山市教育振興基本計画（富山市、2019（平成 31）年 2 月） 
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 富山市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針 

富山市通学区域審議会の答申を踏まえ、市立小・中学校の適正規模・適正配置に関し、望

ましい学校規模や適正化を進める上で考慮すべきことなど、本市の基本的な考え方を定め

た。 

《基本施策》 

１ 望ましい学校規模（学級数・学級人数） 

２ 望ましい通学距離と通学時間 

３ 学校規模の適正化に向けた基準と手法 

４ 適正化を進める上で考慮すべきこと 

出所）富山市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針（富山市教育委員会、2020（令和 2）

年 11 月） 

 
児童生徒が集団の中で多様な考えに触れたり切磋琢磨したりするため、また中学校にお

いては免許外指導をなくし、全ての授業で教科担任による学習指導を行ったりするために

は、一定の学校規模を確保することが望ましいとされている。国の定める「公立小学校・中

学校の適正規模・適正 配置等に関する手引」（2015（平成 27）年 1 月）や、富山県学級編

制基準を踏まえ、本市における望ましい学校規模（学級数）は小学校で 12～18 学級（各学

年 2～3 学級）、中学校で 9～18 学級（各学年 3～6学級）、望ましい学校規模（学級人数）は

１学級あたり少なくとも 21 人以上と定められている。 

 

適正化を進める上で考慮すべきこととして、通学距離や通学時間が長くなった場合のス

クールバス等の適切な通学手段の検討や、新たな統合校設置にあたっては既存学校の有効

活用の検討、従前の小・中学校だけではなく小中一貫校や義務教育学校の設置の検討などが

掲げられている。 

 

《適正化を進める上で考慮すべきこと》 

１．環境変化に対する配慮 

２．通学の安全確保 

３．保護者や地域の理解と協力 

４．既存施設の活用 

５．多様な教育方法の検討 

出所）富山市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針（富山市教育委員会、2020（令和 2）

年 11 月） 
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 第２次富山市ＳＤＧｓ未来都市計画 

内閣府ではＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）の達成に

ついて、優れた取り組みを提案する自治体「ＳＤＧｓ未来都市」および特に先導的な取組の

10 事業「自治体ＳＤＧｓモデル事業」の選定を行っている。本計画は、2018（平成 30）年

6 月、これら両方に本市が選定されたことを受けて策定された「富山市ＳＤＧｓ未来都市計

画」が 2020（令和 2）年度末に計画期間満了を迎えることから、新たに策定されたものであ

る。計画期間は 2021（令和 3）年度から 2025（令和 7）年度である。 

 

《今後取り組むべき視点・課題》 

１．都市のかたち： 

公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり、多様な公共交通網の整

備、拠点ごとの都市機能集積 

２．市民生活：  

地域包括ケアの推進、地域共生社会の推進、メンタルヘルスの向上と質の高いライ

フ・ワークスタイルの構築 

３．エネルギー：  

化石燃料依存からの脱却と脱炭素社会の実現、再生可能エネルギーの導入拡大・活用

推進と都市レジリエンスの向上 

４．産業：  

イノベーション創出に向けた基盤整備、医薬品関連産業の集積、農林水産業の活性化 

５．都市・地域：  

包括的なつながりの再構築、地域におけるステークホルダーの連携強化、社会情勢の

変化に対応した学校教育の推進 

出所）第２次富山市ＳＤＧｓ未来都市計画（富山市、2021（令和 3）年 3 月） 

 

 

《自治体 ＳＤＧｓの推進に資する取組》 

１ 都市のかたち：公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくりの実現 

地域生活拠点とのネットワーク機能を高める「コンパクトシティ」 

２ 市民生活：ヘルシー＆交流シティの形成と質の高いライフ・ワークスタイルの確立 

地域が一体となり健康・子育て・教育環境を充実させる「ヘルシー＆交流シティ」へ 

３ エネルギー：セーフ＆環境スマートシティと自立分散型エネルギーシステムの構築 

脱炭素化とレジリエンスの融合による「セーフ＆環境スマートシティ」へ 

４ 産業：産業活力の向上による技術・社会イノベーションの創造 

市内企業の産業競争力の強化と新技術の活用等による「技術・社会イノベーション創

造都市」へ 

５ 都市・地域：多様なステークホルダーとの連携による都市ブランド力の向上 

官民連携・未来共創・ダイバーシティ＆インクルージョン・国際展開による都市ブラ 

ンド力の高い「選ばれる都市」へ 

出所）第２次富山市ＳＤＧｓ未来都市計画（富山市、2021（令和 3）年 3 月） 
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《2030 年のあるべき姿》 

〈 ３つの価値 〉 

 

経済価値： 

市内企業の産業競争力の強化や新技術の活用等により、持続可能な付加価値を創造 

し続けるまちが実現している。 

社会価値： 

 健康・医療、子育て・教育環境の充実等により、一人ひとりが個性を発揮し、活力あ 

るまちが実現している。 

環境価値： 

 脱炭素イノベーション・再生可能エネルギーの有効活用等により、地域循環共生圏を 

構築し、雄大な自然と調和した、誰もが暮らしたいまちが実現している。 

出所）第２次富山市ＳＤＧｓ未来都市計画（富山市、2021（令和 3）年 3 月） 

 

 
図 1-2 富山市の目指す都市創造のスパイラルアップ 

出所）第２次富山市ＳＤＧｓ未来都市計画（富山市、2021（令和 3）年 3 月） 
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 富山市エネルギービジョン 

本市における脱炭素化・ローカルＳＤＧｓ（地域循環共生圏）の実現に向け、エネルギー

の地産地消を促進する再エネ／省エネビジネスの活性化を図るとともに。多様なステーク

ホルダーの連携により、本市の環境施策の更なる強化を図り、「コンパクトシティのネクス

トステージ」として、持続可能なまちづくりの深化に資する、ゼロカーボンシティの実現に

向けた包括的エネルギー政策を推進するビジョンを策定する。 

計画期間は 2050（令和 32）年を見据え、2021（令和 3）年度から 2030（令和 12）年度の

10 年間とし、第２次ＳＤＧｓ未来都市計画の改定時期等を勘案して、計画期間中に見直し

を行うこととしている。 

 
図 1-3 本市の脱炭素化・ＳＤＧｓ構想（地域循環共生圏） 

 

《本ビジョンにおける施策体系》 

１ 再生可能エネルギーの導入拡大・活用推進 

２ 省エネルギーの推進 

３ エネルギービジネスの活性化 

４ 多様なステークホルダーとの協働による事業推進 

出所）富山市エネルギービジョン（富山市、2021（令和 3）年 3 月） 

 
省エネルギー推進に向け、公共施設等総合管理計画に基づく施設統廃合及び設備更新を

推進するとともに、公共施設における再生可能エネルギーの活用や省エネに関する基準等

を整備するとしている。 
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《省エネルギーの推進における取組概要》 

 多様な省エネルギ―関連技術・エネルギーリソースの普及展開： 

省エネルギー関連技術（光屈折フィルム、光ダクト等）、ＥＭＳ・蓄電池・燃料電

池・ＣＧＳ設備をはじめとするエネルギーリソースの市域への普及展開により、建築

物の省エネルギーを推進する。 

 民間建築物におけるエネルギー利用の効率化の推進： 

建築物のエネルギー消費量収支を改善するＺＥＢ・ＺＥＨの普及展開を図る。 

 公共施設におけるエネルギー利活用方針の検討： 

公共施設等総合管理計画に基づく施設統廃合及び設備更新を推進するとともに、公共

施設におけるエネルギー利活用方針を検討し、再生可能エネルギーの活用や省エネに

関する基準等を整備する。 

出所）富山市エネルギービジョン（富山市、2021（令和 3）年 3 月） 

 

 第３期教育振興基本計画 

第２期教育振興基本計画において掲げられている「自立」、「協働」、「創造」の３つの方向

性を実現するための生涯学習社会の構築を目指すという理念を引き継ぎつつ，2030（令和 12）

年以降の社会の変化を見据えた教育政策の在り方を示す計画である。 

併せて、各種教育施策の効果の分析・検証に基づき、より効果的・効率的な教育施策の立

案につなげ、広く国民の間で教育施策の効果や必要性に対する理解を共有し、社会全体で教

育改革を進めるための方策について示している。 

 

《今後の教育政策に関する基本的な方針》 

１ 夢と志を持ち，可能性に挑戦するために必要となる力を育成する 

２ 社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する 

３ 生涯学び，活躍できる環境を整える 

４ 誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する 

５ 教育政策推進のための基盤を整備する 
出所）第３期教育振興基本計画（文部科学省、2018（平成 30）年 6 月） 

 

  元気とやま創造計画 －とやま新時代へ 新たな挑戦－ 

県の目指すべき方向性と取り組む施策を県民に明確にお示しする県政運営の新たな中長

期的指針として策定された計画である。「活力とやま（30政策）」、「未来とやま（28政策）」、

「安心とやま（27政策）」を基本政策とし、重要政策として、「人づくり（15政策）」を掲げ

ている。 

 
《重点戦略》 

１ とやまの価値創造戦略～「大ゴールデン回廊」の拠点を目指して～  

２ とやまのグローバルブランド推進戦略  

３ 人口減少社会にしなやかに対応する人と地域の活性化戦略  

４ 災害に強く、環境にやさしい持続可能な県づくり戦略  

５ 健康・元気で安心な共生社会づくり戦略 

出所）元気とやま創造計画（富山県、2018（平成 30）年 3月） 
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  第２期富山県教育大綱 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（1956（昭和 31）年法律第 162 号）第１条の

３第１項の規定に基づき、富山県の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の基本

的な方針を定めたものである。 

2016（平成 28）年度策定の第１期大綱において掲げた基本理念及び９つの基本方針を引

き継ぎつつ、2021（令和 3）年策定の第２期大綱においては新たに取り組むべき３つの横断

的な取組みや 10 の重要テーマを掲げている。 

 

《基本方針》 

１ 学校、家庭、地域で取り組む子どもの成長支援 

２ 子どもの可能性を引き出し、才能や個性を伸ばす教育の推進 

３ 子どもの健やかな成長を支え元気を創造する教育の推進 

４ 社会の変化と多様なニーズに対応した高校や大学等の教育環境の充実 

５ 生涯を通した学びの推進 

６ ふるさとを学び楽しむ環境づくり 

７ 次世代を担う子どもの文化活動の推進 

８ スポーツに親しむ環境づくりの推進 

９ 教育を通した「ふるさと富山」の創生 

出所）第２期富山県教育大綱（富山県、2021（令和 3）年 3 月） 

 

《９つの基本方針を貫く３つの横断的取組み》 

○ 技術革新やグローバル化など社会の変化に対応できるよう  

 「課題解決型の教育」の展開  

○ 社会全体のＤＸ加速に応じた教育環境のデジタル化による  

 「ＩＣＴ教育」の推進  

○ 地域社会とつながる、教え合い学び合う協働的な学び  

 「チーム富山教育」の実現 

《重要テーマ》 

○ プロジェクト学習（ＰＢＬ）の推進  

○ ＩＣＴを活用した教育の推進  

○ キャリア教育の推進  

○ 働き方改革の推進  

○ 不登校児童生徒の教育機会の確保  

○ 少人数教育の推進  

○ 幼児教育、特別支援教育の充実  

○ 高等学校の特色化・魅力化  

○ 外国人児童生徒教育の推進 

○ データサイエンス教育の推進 

出所）第２期富山県教育大綱（富山県、2021（令和 3）年 3 月） 
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  新富山県教育振興基本計画 

県の総合計画「新・元気とやま創造計画」との整合性を図りながら、「富山県教育大綱」

に即して、県がめざす教育の姿（目標）や施策の基本的方向などを明確に示し、それらを確

実に実現するために今後 5 年間に必要な教育施策や取組みを体系的に整理した、教育に関

する基本的な計画である。 

計画期間は 2017（平成 29）年度から 2021（令和 3）年度までである。 

《基本施策》 

１ 学校、家庭、地域で取り組む子どもの成長支援 

２ 子どもの可能性を引き出し、才能や個性を伸ばす教育の推進 

３ 子どもの健やかな成長を支え元気を創造する教育の推進 

４ 社会の変化と多様なニーズに対応した高校や大学等の教育環境の充実 

５ 生涯を通した学びの推進 

６ ふるさとを学び楽しむ環境づくり 

７ 次世代を担う子どもの文化活動の推進 

８ 元気を創造するスポーツの振興 

９ 教育を通した「ふるさと富山」の創生 

出所）新富山県教育振興基本計画（富山県・富山県教育委員会、2017（平成 29）年 4 月） 
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2． 住民ワークショップの実施 

 実施概要 

統合校の基本計画の整備コンセプト等策定にあたり、住民の意見を広く求めるためにワ

ークショップを計３回開催した。参加者は水橋地区５地区の自治振興会長や既存校７校の

ＰＴＡ会長・副会長のほか、周辺の保育所・幼稚園・子ども園の園長等で構成される。 

 

 

 

図 2-1 住民ワークショップの様子 

 
 第１回 第２回 第３回 

開催日時 2021（令和 3）年 

7 月 4日（日） 

10：00～12：30 

2021（令和 3）年 

8 月 1日（日） 

13：30～16：00 

2021（令和 3）年 

10 月 23 日（土） 

10：00～12：30 

議論内容 ・ 学校の役割・特色の

あるべき姿 

・ 役割・特色に基づく

コンセプトについて 

・ 既存校の跡地活用に

おける課題・方向性 

・ 役割・特色に基づく

コンセプトについて

（まとめ） 

・ 既存校の跡地活用に

おける課題・方向性

（まとめ） 

プログラム 開会 

事務局からの説明 

 住民ワークショップ

の趣旨・目的 

 住民ワークショップ

の進め方 

 水橋地区統合校整備

の背景 

 先進事例 

 本日の検討内容 

（休憩） 

発表 

事務連絡 

閉会 

開会 

事務局からの説明 

 第１回住民ワークシ

ョップの振り返り 

 先進事例 

 本日の検討内容 

（休憩） 

発表 

事務連絡 

閉会 

開会 

事務局からの説明 

 第２回住民ワークシ

ョップの振り返り 

 本日の検討内容 

（休憩） 

発表 

事務連絡 

閉会 

参加人数 29 名 24 名 22 名（1名早退） 
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 住民ワークショップ結果 

住民ワークショップにおける議論内容等を地域住民に知らせるため、ニューズレターを

３回にわたり発行した。 
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図 2-2 ニューズレター第１号（全４ページ） 
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図 2-3 ニューズレター第２号（全４ページ） 
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図 2-4 ニューズレター第３号（全６ページ） 
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 住民ワークショップ結果の整理 

跡地活用により解決すべき富山市及び水橋地区の課題について、住民ワークショップ参

加者から以下の意見を得た。それぞれの意見（課題）は①～⑨の視点に分類することができ、

それぞれについて跡地に導入すべき機能、跡地活用のアイデアを整理した。 

 

項目 検討の視点 跡地活用の課題・アイデア 

Ａ 

教 育 活 動

の 場 の 確

保 

① 

学びの提供 
 平常時はカルチャースクールとして教室を活用

し、緊急時は避難所として使用。 

 地区センターの機能を跡地に移転し、現状の活

動をより充実できる。 

 住民が講師になって地区の農業や漁業のことを

伝えたり、避難所体験、救護体験、着衣水泳など

の生きるための術を教えたりする、子どもたち

の学びの場。 

 既存の建物を活かして専門学校を誘致。 

② 

学校教育の支援 
 体育の授業や部活動が思う存分できる様に、跡

地の体育館やグラウンドを学校の補完施設とし

て使えると良い。 

 スクールバスの待合所。 

Ｂ 

地 域 の 活

動 拠 点 の

確保 

③ 

交流や憩いの場の提供 
 各地区の住民がサークル活動やイベントで利用

したり、高齢者が集える場、コミュニティの交

流の場。 

 跡地周辺にある古い集会所などの機能を既存施

設の活用で複合化。 

 多世代が利用できる、子どもたちと高齢者が一

緒に過ごせる公園のような空間。 

 平常時はドッグランや犬の散歩ができる設備が

ある公園として、災害時は防災公園として機能

するような場所。 

 橋まつりや白岩川に釣りに来る人などに向けた

休憩施設。 

④ 

スポーツの促進 
 スポーツ公園として整備して、小・中学生など

の年齢の高い子どもたちが伸び伸び活動できる

場。 

 体育館を残し、地区住民がスポーツなどに活用。 

⑤ 

産業支援 
 行政の財政負担の軽減という観点から考えて、

収益が上がり、地区に雇用を生み出せる産業の

誘致。 
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 市場には出せない野菜や水産物などを売る直売

所を作り、地区の農業、漁業の支援につなげる。 

 体験農園などを住民有志で作る。 

 体育館や教室を活用した食物工場。 

 新進の芸術家などに居住と工房スペースを安く

貸し出し、インキュベーションのためのレンタ

ルオフィス。 

Ｃ 

地 域 の 安

心・安全の

確保 

⑥ 

安心・安全の確保 
 地区の安心、安全を確保するために、避難所と

して体育館を残してほしい。 

 知り合いと一緒に避難できると安心感があるの

で、自宅の近くで避難できる様にしてほしい。 

 リノベーションで教室を居住できるスペースに

して、平常時は貸出し、非常時には避難所とし

て使えるように。 

 跡地に高い建物を建て、緊急時に避難できる様

にしてほしい。 

⑦ 

医療・福祉の充実 
 「総曲輪レガートスクエア」や「医療村」のよう

に、複数の診療科が集まっていて、診察と医療、

健康相談の両方ができる場。 

 見守りも兼ねた住民の交流拠点や介護施設。 

⑧ 

子育て支援・ 

子どもの居場所づくり 

 出産・子育てを支援する場。 

 放課後に学校から各地区に戻り、地区で子ども

たちが過ごせる施設。 

⑨ 

生活利便性の向上 
 宅地開発や企業誘致などを行い、まずは人口を

増やすこと。 

 スーパーやコンビニなどではなく周辺地域には

ないものを作る。 

 小規模商店が集まっている屋台村の様な場所。 

 
また、検討に際して、以下に整理したニーズ（跡地活用に際して配慮すべきこと等）を参

考としながら検討を行う。 

  
住民ワークショップで出た意見 

配慮すべき

こと 

 住宅密集地にある跡地と自然が多い場所にある跡地とでは異なる活用方

法を考える必要があると思う。立地条件を踏まえてそれぞれに適した活

用をした方が、選択肢の幅が広がり、多様な機能を地区に導入できるので

はないか。 

 学校によって学校の体育館や地区センターの築年数や耐震補強の状況が
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異なるので、体育館を残したり、地区センター機能を移転する際にはそれ

らを踏まえて検討してほしい。 

 統合校にもスポーツ設備を充実する話が出ていたので、跡地の施設は特

色が被らない様に配慮し、これまでに水橋地区になかった機能を備えら

れると良い。 

 学校開放で体育館やグラウンドを利用している人達がいるので、今後も

活動の場が確保できる様に配慮してほしい。 

 市単独で全ての学校跡地を活用するのは財政的に難しいのではないか。

民間の力を入れることで、商業スペースやレンタルオフィスなど、より幅

広い用途に利用することもできると思うので検討してほしい。 

 災害時にペットが取り残されてしまう話を聞くので、避難所を考える際

には予めペットも受け入れられるようにしてほしい。 

 跡地の施設にはスロープやエレベーターを設けるなどして、障がい者に

も使いやすくしてほしい。 

 何に活用するにしても建物などのハード面だけでなく、従業員や運営側

の姿勢や意識などのソフト面の充実も大切だと思う。水橋地区は閉鎖的

なところがあると感じているので、他の地域から来た人が気持ちよく利

用できる施設になると良い。 

 住宅密集地に集客力のある施設ができると、渋滞や交通事故が発生した

り、治安が悪化する可能性がある。駐車場を十分に整備して路上駐車を減

らすなど、対策を考えた上で施設を検討してほしい。 

 公共交通の利便性が低い地区なので、跡地に地区のための施設を作るの

であれば、バスルートを充実させたりコミュニティバスを走らせるなど、

アクセス面も検討してほしい。バス停留所の増設、早退や遅刻にも対応で

きるスクールバスの運行などの配慮も必要だと思う。 

その他  廃校になってから跡地の活用が始まるまでの維持管理はどうするのか。

草が生い茂り、害虫被害が起きるなど、近隣の人に迷惑がかからないか心

配だ。 

 民間企業等による活用や売却を検討することが、決定事項のごとく資料

に書かれているのが気になる。清水町の事例の様に、住民の意向を反映し

て民間に売却されるのであれば異論はない。まず住民の意見を聞いてか

ら跡地活用について考えてほしい。 

 学校が無くなって悲しいのは今通っている児童、生徒や卒業生だと思う。

これから水橋地区で生活していく子ども達の意見を聞いて、子どもの要

望や気持ちに配慮した活用を考えてほしい。 

 全ての小学校のプールを残すのは運営面で大変だろうが、子どもたちが

近場でプールに入れた方が良いと思うので、需要を確認した上で検討し

てほしい。 
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3． 先進地視察の実施 

 実施概要 

義務教育学校の整備コンセプトや運営、学校の跡地利用等に関して参考とするため、京

都市において先進地視察を行った。 

 

訪問先・日時 1 日目：2021（令和 3）年 11月 24 日（水） 

13 時 30 分～15 時 40 分 京都市立開睛小中学校 

16 時 00 分～16 時 40 分 旧清水小学校跡地 

（現在は THE HOTEL SEIRYU KYOTO KIYOMIZU） 

2 日目：2021（令和 3）年 11月 25 日（木）  

9 時 00 分～11 時 20分 京都市立凌風小中学校 

11 時 40 分～12 時 00 分 旧陶化小学校跡地 

          （現在は倉庫や住民の会議スペースとして暫定 

的に利用） 
参加者 住民ワークショップ参加者 6名 

富山市教育委員会事務局  8 名 

㈱三菱総合研究所     2 名 

 

 訪問先の義務教育学校の概要 

 京都市立開睛小中学校 

 所在地：京都市六波羅裏門通東入多門町 155 

 敷地面積：14,451 ㎡、延床面積：14,290 ㎡ 

 開校時期：2011（平成 23）年（義務教育学校としての運用は 2018（平成 30）年～） 

 統合対象校：  

白川小学校、新道小学校、六原小学校、清水小学校、東山小学校、洛東中学校、弥栄中

学校 

 生徒数、クラス数：811 名、32 クラス（2021（令和 3）年度） 

 学年区切り：４－３－２ 

 めざす学校像： 

・ 小中一貫校の特性を最大限に活用し，主体的にカリキュラムマネジメントに取り組

む学校  

・ これからの社会を支える有為な人材を輩出できる学校 

 跡地利用： 

・ 白川小学校跡地：東急ホテルズ「ミュージアム・ホテル」2022（令和 4）年開業予定   

・ 新道小学校跡地：ホテル、歌舞練場、地域施設等 2025（令和 7）年頃開業予定 

・ 六原小学校跡地：京都市立開睛小中学校（東山開睛館 六原学舎） 

・ 清水小学校跡地：ザ・ホテル青龍 京都清水等  

・ 東山小学校跡地：不明 

・ 洛東中学校跡地：京都市立開睛小中学校 

・ 弥栄中学校跡地：漢字ミュージアム 
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 特徴： 

・ 地上３階地下２階の第一学舎（本学舎）とプール・第２体育館・地域開放スペー

スのある第二学舎（六原学舎）が 150ｍほどの距離にある。 

・ １階には小中一体の職員室、地下１階には音楽室やランチルーム、地下２階には

体育館や武道場が配置されている。地域の方が使う諸室はまとめて配置し、地域

開放用出入り口からの動線を確保。 

・ 基本計画の策定に当たっては、関係８学区の代表者等で組織される「小中一貫校

新設検討協議会」や７小中学校ＰＴＡ代表・教員による「新校舎建設ワークショ

ップ」を通じて地元住民や保護者等の意見を反映。 

・ 2012（平成 24）年に発足した学校運営協議会があり、各学区での調整力を持つ学

区代表者を顧問となって学校運営方針などの重要事項に関する議論を行ってい

る。 

・ 中学校籍の教員が 小学校の外国語・音楽・家庭科・体育・算数・社会で乗り入れ

授業をしている。小学校籍の教員も、社会・英語・体育で中学校への乗り入れ授

業を行っている。 
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 京都市立凌風小中学校 

 所在地：京都市南区東九条下殿田町 56 

 敷地面積：13,539 ㎡、延床面積：16,063 ㎡ 

 開校時期：2012（平成 24）年（義務教育学校としての運用は 2018（平成 30）年～） 

 統合対象校：陶化小・東和小・山王小・陶化中 

 生徒数、クラス数：695 名、29 クラス（2020（令和 2）年度） 

 学年区切り：４－３－２ 

 学園経営目標 

・ たくましく，しなやかに，社会を生き抜く「力」をつける。 

～９年間で「自立」（主体性）と「自律」（社会性）の基礎を培う～ 

 跡地利用： 

・ 陶化小跡地：提案募集中 

・ 東和小跡地：凌風小中学校 

・ 山王小跡地：不明 

・ 陶化中跡地：凌風小中学校 

 特徴： 

・ 校舎は５階建て。約 900 ㎡の大体育館（３階）、約 700㎡の小体育館（１階）のほ

か、本校地と道を挟んで隣接する東和校地に、第２校舎、第３体育館、第２グラ

ウンドが配置されている。 

・ 屋外に、低学年の子どもたちが安心して遊べるプレイゾーンを設置。 

・ 高学年用の図書館に隣接して、自習コーナーやコンピューターコーナーを設置。 

・ 将来的な児童生徒数増にも対応できる多目的教室を配置。 

・ ６～９年生を対象に原則毎週末、週末課題を出している。 
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4． 事業手法別ライフサイクルコスト 

市内外の類似事例及び事業者へのヒアリング等により、以下のとおり諸条件を設定しラ

イフサイクルコストの算定を行った。 

 

■各種設定値 

単位：千円（税抜） 

項目 設定値 設定方法等 

イニシャル 

コスト 

整備費 9,164,547 従来方式 

アドバイザリー費 
30,000 

～40,000 
類似事例より設定 

設計・建設モニタリング費（年額） 20,000 類似事例より設定 

ランニング 

コスト 

維持管理費 528,878 市内事例単価より試算 

起債金利 0.14% 地方債（元利均等） 

市場借入 基準金利 0.2% 

直近の趨勢、ヒアリン

グ等を踏まえ設定 市場借入 スプレッド 0.7% 

市場借入 建中金利 2.0% 

その他 現在価値換算割引率 1.01% 
15 年物国債金利の過去

15 年分の平均値 

手法別 

事業費 

削減率 

ＰＦＩ 10% 整備費、維持管理費に

適用 ＤＢＯ 5% 

ＤＢ 5% 整備費に適用 

 
■業務別期間按分設定 

 令和 5年度

（2023） 

令和 6年度 

（2024） 

令和 7年度 

（2025） 

令和 8～22 年度 

（2026～2040） 

設計 80% 20%   

工事監理  45% 55%  

建設工事  45% 55%  

解体工事 15% 50% 35%  

什器調達設置 

・引き渡し 
  100%  

維持管理    ～100% 
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 従来方式 

単位：千円 

 
 

 ＰＦＩ（ＢＴＯ）方式 

単位：千円 

 
  

開校年度 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 調整 調整 調整 調整 調整 調整 調整 調整 合計
事業年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 調整 調整 調整 調整 調整 調整 調整 調整

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度 令和19年度 令和20年度 令和21年度 令和22年度 令和23年度 令和24年度 令和25年度 令和26年度 令和27年度 令和28年度 令和29年度 令和30年度
2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度 2035年度 2036年度 2037年度 2038年度 2039年度 2040年度 2041年度 2042年度 2043年度 2044年度 2045年度 2046年度 2047年度 2048年度

収入 計 220,275 3,818,177 4,421,819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,460,271
財源 220,275 3,818,177 4,421,819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,460,271

国庫補助負担金 0 619,478 757,140 0 1,376,619
起債 220,275 3,198,698 3,664,679 0 7,083,652

支出 計 479,028 4,429,729 5,186,925 48,256 59,124 216,943 397,751 397,751 397,751 397,751 397,751 397,751 397,751 397,751 397,751 397,751 397,751 397,751 359,412 359,412 359,412 359,412 359,412 359,412 348,236 185,939 17,883,671
イニシャル 小計 479,028 4,429,421 5,172,553 0 10,081,002

設計費 168,480 42,120 0 0 210,600
工事監理費 0 35,145 42,955 0 78,100
新設統合校工事費 0 3,059,481 3,739,366 0 6,798,847
解体費 267,000 890,000 623,000 0 1,780,000
備品調達設置 0 0 290,000 0 290,000
引越し費 0 0 7,000 0 7,000
消費税 43,548 402,675 470,232 0 916,455

ランニング 小計 0 0 9,537 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 581,766
維持管理費 0 0 8,670 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 528,878
消費税 0 0 867 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 52,888

起債償還 小計 0 308 4,787 9,917 20,785 178,603 359,412 359,412 359,412 359,412 359,412 359,412 359,412 359,412 359,412 359,412 359,412 359,412 359,412 359,412 359,412 359,412 359,412 359,412 348,236 185,939 7,217,994
起債利息 0 308 4,787 9,917 9,917 9,902 9,666 9,176 8,686 8,195 7,703 7,211 6,718 6,224 5,729 5,234 4,738 4,242 3,745 3,247 2,748 2,249 1,749 1,248 746 260 134,342
起債償還（元本） 0 0 0 0 10,868 168,701 349,746 350,236 350,726 351,217 351,709 352,202 352,695 353,188 353,683 354,178 354,674 355,170 355,668 356,166 356,664 357,164 357,664 358,164 347,489 185,679 7,083,652

リスク調整費 0 0 48 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 2,909
単年度収支 -258,753 -611,552 -765,106 -48,256 -59,124 -216,943 -397,751 -397,751 -397,751 -397,751 -397,751 -397,751 -397,751 -397,751 -397,751 -397,751 -397,751 -397,751 -359,412 -359,412 -359,412 -359,412 -359,412 -359,412 -348,236 -185,939 -9,423,400
単年度収支（現在価値換算） -258,753 -605,456 -749,928 -46,828 -56,802 -206,343 -374,547 -370,814 -367,118 -363,458 -359,835 -356,248 -352,697 -349,181 -345,701 -342,255 -338,843 -335,465 -300,108 -297,117 -294,155 -291,223 -288,320 -285,446 -273,813 -144,744 -8,355,197
現在価値換算割引率 1.01% 1 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.90 0.90 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.79 0.78

年度

開校年度 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 調整 調整 調整 調整 調整 調整 調整 調整 合計
事業年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 調整 調整 調整 調整 調整 調整 調整 調整

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度 令和19年度 令和20年度 令和21年度 令和22年度 令和23年度 令和24年度 令和25年度 令和26年度 令和27年度 令和28年度 令和29年度 令和30年度
2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度 2035年度 2036年度 2037年度 2038年度 2039年度 2040年度 2041年度 2042年度 2043年度 2044年度 2045年度 2046年度 2047年度 2048年度

収入 計 198,404 3,380,762 4,054,936 199 210 246 247 248 249 250 250 251 252 253 254 255 256 257 0 0 0 0 0 0 0 0 7,637,778
住民税（市町村税） 156 156 156 199 210 246 247 248 249 250 250 251 252 253 254 255 256 257 4,145
建設一時金 198,248 3,380,606 4,054,780 0 7,633,633

国庫補助負担金 0 0 1,363,552 0 1,363,552
起債 198,248 3,380,606 2,691,227 0 6,270,081

支出 264,248 3,701,628 4,322,337 123,384 133,166 299,959 432,739 432,739 432,739 432,739 432,739 432,739 432,739 432,739 432,739 432,739 432,739 432,739 318,133 318,133 318,133 318,133 318,133 318,133 308,074 136,548 16,391,013
サービス購入費支払い 198,248 3,679,350 4,295,326 114,606 114,606 114,606 114,606 114,606 114,606 114,606 114,606 114,606 114,606 114,606 114,606 114,606 114,606 114,606 0 0 0 0 0 0 0 0 9,892,019

税抜き計 180,225 3,344,864 3,904,842 104,188 104,188 104,188 104,188 104,188 104,188 104,188 104,188 104,188 104,188 104,188 104,188 104,188 104,188 104,188 0 0 0 0 0 0 0 0 8,992,745
仮払い消費税計 18,023 334,486 390,484 10,419 10,419 10,419 10,419 10,419 10,419 10,419 10,419 10,419 10,419 10,419 10,419 10,419 10,419 10,419 0 0 0 0 0 0 0 0 899,274
施設整備費相当額（一括） 198,248 3,679,350 4,283,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,161,154

税抜き 180,225 3,344,864 3,894,142 0 7,419,231
仮払い消費税 18,023 334,486 389,414 0 741,923

施設整備費相当額（利息分） 0 0 0 8,492 7,961 7,424 6,884 6,338 5,787 5,231 4,671 4,105 3,534 2,958 2,377 1,791 1,199 602 0 0 0 0 0 0 0 0 69,355
税抜き 0 0 0 7,720 7,237 6,750 6,258 5,762 5,261 4,756 4,246 3,732 3,213 2,689 2,161 1,628 1,090 548 63,050
仮払い消費税 0 0 0 772 724 675 626 576 526 476 425 373 321 269 216 163 109 55 6,305

施設整備費相当額（元本分） 0 0 0 59,034 59,566 60,102 60,643 61,189 61,739 62,295 62,856 63,421 63,992 64,568 65,149 65,735 66,327 66,924 0 0 0 0 0 0 0 0 943,541
税抜き 0 0 0 53,668 54,151 54,638 55,130 55,626 56,127 56,632 57,141 57,656 58,175 58,698 59,226 59,760 60,297 60,840 857,764
仮払い消費税 0 0 0 5,367 5,415 5,464 5,513 5,563 5,613 5,663 5,714 5,766 5,817 5,870 5,923 5,976 6,030 6,084 85,776

維持管理費相当額 0 0 11,770 47,080 47,080 47,080 47,080 47,080 47,080 47,080 47,080 47,080 47,080 47,080 47,080 47,080 47,080 47,080 0 0 0 0 0 0 0 0 717,970
税抜き 0 0 10,700 42,800 42,800 42,800 42,800 42,800 42,800 42,800 42,800 42,800 42,800 42,800 42,800 42,800 42,800 42,800 652,700
仮払い消費税 0 0 1,070 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 65,270

起債償還 小計 0 278 5,010 8,778 18,559 185,353 318,133 318,133 318,133 318,133 318,133 318,133 318,133 318,133 318,133 318,133 318,133 318,133 318,133 318,133 318,133 318,133 318,133 318,133 308,074 136,548 6,388,994
起債利息 0 278 5,010 8,778 8,778 8,764 8,517 8,084 7,650 7,215 6,780 6,344 5,907 5,470 5,032 4,594 4,155 3,716 3,275 2,835 2,393 1,951 1,509 1,065 621 191 118,913
起債償還（元本） 0 0 0 0 9,781 176,588 309,616 310,049 310,483 310,918 311,353 311,789 312,226 312,663 313,101 313,539 313,978 314,417 314,858 315,298 315,740 316,182 316,624 317,068 307,453 136,357 6,270,081

アドバイザリー費用等 小計 66,000 22,000 22,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110,000
アドバイザリー費 44,000 44,000

税抜き 40,000 40,000
仮払い消費税 4,000 4,000

設計・建設モニタリング費 22,000 22,000 22,000 66,000
税抜き 20,000 20,000 20,000 60,000
仮払い消費税 2,000 2,000 2,000 6,000

維持管理モニタリング費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税抜き 0
仮払い消費税 0

単年度収支 -65,844 -320,866 -267,401 -123,185 -132,956 -299,713 -432,492 -432,491 -432,490 -432,489 -432,489 -432,488 -432,487 -432,486 -432,485 -432,484 -432,483 -432,482 -318,133 -318,133 -318,133 -318,133 -318,133 -318,133 -308,074 -136,548 -8,753,235
単年度収支（現在価値換算） -65,844 -317,667 -262,097 -119,538 -127,733 -285,070 -407,262 -403,201 -399,181 -395,201 -391,261 -387,360 -383,498 -379,675 -375,889 -372,141 -368,431 -364,757 -265,640 -262,992 -260,371 -257,775 -255,206 -252,662 -242,234 -106,296 -7,708,982
現在価値換算割引率 1.01% 1 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.90 0.90 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.79 0.78

年度
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 ＤＢＯ方式 

単位：千円 

 
 

 ＤＢ方式 

 

単位：千円 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

開校年度 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 調整 調整 調整 調整 調整 調整 調整 調整 合計
事業年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 調整 調整 調整 調整 調整 調整 調整 調整

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度 令和19年度 令和20年度 令和21年度 令和22年度 令和23年度 令和24年度 令和25年度 令和26年度 令和27年度 令和28年度 令和29年度 令和30年度
2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度 2035年度 2036年度 2037年度 2038年度 2039年度 2040年度 2041年度 2042年度 2043年度 2044年度 2045年度 2046年度 2047年度 2048年度

収入 計 209,261 3,630,365 4,204,514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,044,140
財源 209,261 3,630,365 4,204,514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,044,140

国庫補助負担金 0 619,478 757,140 0 1,376,619
起債 209,261 3,010,887 3,447,373 0 6,667,522

支出 計 510,077 4,230,243 4,949,539 45,757 56,081 204,633 374,721 374,721 374,721 374,721 374,721 374,721 374,721 374,721 374,721 374,721 374,721 374,721 338,298 338,298 338,298 338,298 338,298 338,298 327,681 174,914 17,025,365
イニシャル 小計 455,077 4,207,950 4,913,925 0 9,576,952

設計費 160,056 40,014 0 0 200,070
工事監理費 0 33,388 40,807 0 74,195
新設統合校工事費 0 2,906,507 3,552,398 0 6,458,905
解体費 253,650 845,500 591,850 0 1,691,000
備品調達設置 0 0 275,500 0 275,500
引越し費 0 0 6,650 0 6,650
消費税 41,371 382,541 446,720 0 870,632

ランニング 小計 0 0 9,060 36,241 36,241 36,241 36,241 36,241 36,241 36,241 36,241 36,241 36,241 36,241 36,241 36,241 36,241 36,241 552,678
維持管理費 0 0 8,237 32,947 32,947 32,947 32,947 32,947 32,947 32,947 32,947 32,947 32,947 32,947 32,947 32,947 32,947 32,947 502,434
消費税 0 0 824 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 50,243

起債償還 小計 0 293 4,508 9,335 19,659 168,211 338,298 338,298 338,298 338,298 338,298 338,298 338,298 338,298 338,298 338,298 338,298 338,298 338,298 338,298 338,298 338,298 338,298 338,298 327,681 174,914 6,793,972
起債利息 0 293 4,508 9,335 9,335 9,320 9,098 8,637 8,175 7,713 7,250 6,787 6,323 5,858 5,392 4,926 4,460 3,992 3,524 3,056 2,586 2,116 1,646 1,174 702 245 126,450
起債償還（元本） 0 0 0 0 10,325 158,891 329,201 329,662 330,123 330,585 331,048 331,512 331,976 332,441 332,906 333,372 333,839 334,306 334,774 335,243 335,712 336,182 336,653 337,124 326,979 174,669 6,667,522

アドバイザリー費用等 55,000 22,000 22,000 0 99,000
アドバイザリー費 30,000 30,000
設計・建設モニタリング費 20,000 20,000 20,000 60,000
消費税 5,000 2,000 2,000 0 9,000

リスク調整費 0 0 45 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 2,763
単年度収支 -300,815 -599,877 -745,026 -45,757 -56,081 -204,633 -374,721 -374,721 -374,721 -374,721 -374,721 -374,721 -374,721 -374,721 -374,721 -374,721 -374,721 -374,721 -338,298 -338,298 -338,298 -338,298 -338,298 -338,298 -327,681 -174,914 -8,981,225
単年度収支（現在価値換算） -300,815 -593,898 -730,247 -44,402 -53,879 -194,636 -352,860 -349,343 -345,861 -342,413 -339,000 -335,621 -332,275 -328,963 -325,684 -322,437 -319,223 -316,041 -282,478 -279,662 -276,875 -274,115 -271,382 -268,677 -257,651 -136,161 -7,974,598
現在価値換算割引率 1.01% 1 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.90 0.90 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.79 0.78

年度

開校年度 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 調整 調整 調整 調整 調整 調整 調整 調整 合計
事業年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 調整 調整 調整 調整 調整 調整 調整 調整

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度 令和19年度 令和20年度 令和21年度 令和22年度 令和23年度 令和24年度 令和25年度 令和26年度 令和27年度 令和28年度 令和29年度 令和30年度
2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度 2035年度 2036年度 2037年度 2038年度 2039年度 2040年度 2041年度 2042年度 2043年度 2044年度 2045年度 2046年度 2047年度 2048年度

収入 計 209,261 3,630,365 4,211,444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,051,070
財源 209,261 3,630,365 4,211,444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,051,070

国庫補助負担金 0 619,478 757,140 0 1,376,619
起債 209,261 3,010,887 3,454,303 0 6,674,452

支出 計 510,077 4,230,243 4,966,354 47,684 58,008 206,560 376,989 376,989 376,989 376,989 376,989 376,989 376,989 376,989 376,989 376,989 376,989 376,989 338,650 338,650 338,650 338,650 338,650 338,650 328,032 175,265 17,077,995
イニシャル 小計 455,077 4,207,950 4,930,260 0 9,593,287

設計費 160,056 40,014 0 0 200,070
工事監理費 0 33,388 40,807 0 74,195
新設統合校工事費 0 2,906,507 3,552,398 0 6,458,905
解体費 253,650 845,500 591,850 0 1,691,000
備品調達設置 0 0 290,000 0 290,000
引越し費 0 0 7,000 0 7,000
消費税 41,371 382,541 448,205 0 872,117

ランニング 小計 0 0 9,537 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 38,149 581,766
維持管理費 0 0 8,670 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 34,681 528,878
消費税 0 0 867 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 3,468 52,888

起債償還 小計 0 293 4,508 9,344 19,669 168,221 338,650 338,650 338,650 338,650 338,650 338,650 338,650 338,650 338,650 338,650 338,650 338,650 338,650 338,650 338,650 338,650 338,650 338,650 328,032 175,265 6,801,033
起債利息 0 293 4,508 9,344 9,344 9,330 9,107 8,646 8,184 7,721 7,258 6,794 6,329 5,864 5,398 4,932 4,465 3,997 3,528 3,059 2,589 2,119 1,648 1,176 703 245 126,582
起債償還（元本） 0 0 0 0 10,325 158,891 329,543 330,004 330,466 330,929 331,392 331,856 332,321 332,786 333,252 333,718 334,185 334,653 335,122 335,591 336,061 336,531 337,002 337,474 327,329 175,020 6,674,452

アドバイザリー費用等 55,000 22,000 22,000 0 99,000
アドバイザリー費 30,000 30,000
設計・建設モニタリング費 20,000 20,000 20,000 60,000
消費税 5,000 2,000 2,000 0 9,000

リスク調整費 0 0 48 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 2,909
単年度収支 -300,815 -599,877 -754,910 -47,684 -58,008 -206,560 -376,989 -376,989 -376,989 -376,989 -376,989 -376,989 -376,989 -376,989 -376,989 -376,989 -376,989 -376,989 -338,650 -338,650 -338,650 -338,650 -338,650 -338,650 -328,032 -175,265 -9,026,925
単年度収支（現在価値換算） -300,815 -593,898 -739,935 -46,272 -55,730 -196,468 -354,997 -351,458 -347,954 -344,486 -341,052 -337,652 -334,287 -330,954 -327,655 -324,389 -321,156 -317,954 -282,772 -279,953 -277,163 -274,400 -271,664 -268,956 -257,927 -136,435 -8,016,383
現在価値換算割引率 1.01% 1 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.90 0.90 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.79 0.78

年度
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水橋地区統合校整備に係る基本計画 
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富山市教育委員会事務局 

学校再編推進課 


